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まえがき 

 
 生命科学の進歩は、科学技術そのものの発展として大きな成果であるととも
に、健康の保持や疾病の治療その他の分野で様々な恩恵を人類にもたらした。

しかしそれは同時に人間の生命を操作する可能性を開く道程でもあり、生命科
学と社会の基本的価値との関係を問いかける契機ともなった。いまやわれわれ

は、社会の基本的価値を確かにし、生命科学がもたらす大きな利益を念頭にお
きながらも、この科学の適正な活用を確保する態勢を整えなければならない。 
 生命科学は刻々と新たな発見と前進を重ねている。それに呼応して、生命科
学が社会に対して投げかける問題も日々にかつ多方面にわたって生じ、われわ

れはその一つ一つに迅速で的確な対応を迫られている。これらの問題は、人間
がこれまで歩んできた道の上に生じているのであるが故に、社会がこれまで築

き上げてきた価値観に基づく一貫した判断を必要とする。それは、人と人の生

命の尊重と確固たる保護を基盤にするものでなければならない。 
人の胚に関わる諸問題は、生殖補助医療における体外受精から提起される問

題として、常に議論の対象であった。また1997 年２月のクローン羊のドリーの
誕生をきっかけに制定された「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法

律」（いわゆるクローン技術規制法）に列挙された様々な胚(特定胚)の研究上の
可能性、さらにヒト胚性幹細胞(ヒトＥＳ細胞)の樹立成功によるヒト受精胚の

取扱いの問題など、近時の新しい状況も、人の胚についてわれわれが倫理的に
どのように考えるべきかを迫っている。 
こうした認識の下、総合科学技術会議生命倫理専門調査会として行った検討

の成果がこの報告書である。生命倫理専門調査会は、平成１３年８月より、こ

れまで２１回の審議にわたってこの問題を検討し、検討過程においては、生命
倫理、宗教、生物学、法律学、医学といった関連分野の有識者（１１人）から

のヒアリングを行うとともに、事務局が行った有識者（５０人）からのヒアリ
ングの結果についても検討の資料とした。 
この報告書は、ヒト胚の取扱い一般に対する基本的考え方を示すものである

とともに、近い将来の様々なヒト胚の具体的な取り扱い方についての方向を示
唆するものである。 
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Ⅰ.はじめに 
 
１． ヒト胚の取扱いにおいて問題となること 
 

医学研究と医療技術が人類に画期的な恩恵をもたらしてきたことは否
定できない。かつて致死の病といわれた難病が、さまざまの医療技術に
よって克服されてきた。そして現在、遺伝子治療やヒトの受精胚を用い
て臓器の機能を再生する再生医療などの技術開発によって、人類の健康
はさらなる飛躍をなそうとしている。 
しかし、他方で我々は、ヒトの発生過程に踏み込むような急速に進展

しつつある医学研究や医療技術の是非をめぐって、漠然としてではある
が恐れや不安を抱いている。かかる我々の恐れや不安が「漠然」とした
ものであるのは、これまで倫理的な問題として想定されなかったような
生命の状態が、先端的な医療技術によって人為的に産みだされつつある
なかで、生命過程への操作的な介入の是非を判断する際に参照すべき確
かな倫理的判断基準を持たないからであると考えられる。この間隙を埋
めなければ、生命操作技術の拡大とそれに対する不安の歯止めはかけら
れない。現在の生命倫理の難しさは、ひとえに、生命科学と医療技術の
予想を超える展開に我々の倫理的判断基準が追いついていないというと
ころにある。 
今、ヒト胚の取扱いをめぐる問題について、格別に慎重な議論が必要

であることについては、理由がある。それは、生命科学や医療技術は、
生死という、人が人として負わされた生命のもっとも基礎的な条件や、
「人である」ことの意味、個人のアイデンティティの根拠、さらには社
会秩序の根幹にかかわるからである。これまでの医療技術もまた、人の
生命過程に操作的に介入してきたが、個体としての人の存在を、その生
命の根源において変更するものではなかった。しかし、ヒト胚への操作
的介入は、母胎内で成長すれば人になり得る存在への介入であることか
ら、人の生命そのものへの介入に大きく接近することになる。ここに我
々の怖れや不安の根があるとも考えられる。 
 
現代の生命科学においては、再生医療により現在不治とされる多くの

病気の治療に道を開き、病む人に多くの恩恵をもたらす可能性が示され
ているが、これは人間になる可能性のあるヒト胚の実験的作成や破壊を
必要としている。胚は人ではないとしても「人の生命の萌芽」としての
尊重を軽視すれば、それが成長した存在である人に「人の尊厳」がある
とする我々の理念の維持は難しくなると考えられる。他方、再生医療に
よりもたらされ得る恩恵もまた、「人の尊厳」に由来する人々の幸福追
求権に応えるものである。 
 
今、ヒト胚の実験的な作成と、その治療への応用を視野に入れた研究



 

- 2 - 

利用の可否をめぐって、「人の生命の萌芽」の尊重と生命科学や医療技
術のもたらす恩恵が対立する場面に直面している。 
ここで既に検討上のいくつかの前提的問題が伏在している。その第一

は、そもそもヒト胚が人間であるかどうかである。それについては、本
文にもあるように「人の生命の萌芽」という位置づけに代わるものは、
いまのところ見出されていない。ヒト胚は、体内にもどせば人になり得
る可能性を持つものであり、その点で我々の社会の「人の尊厳」の理念
に照らして尊重されるべきであるが、人そのものではないという理解で
ある。したがって、人と同じ取扱いを受けるべきであるとまでは言い切
れない。これに対しては、人とヒト胚は生命体としての存在のあり方に
差異があるにしても、倫理的位置づけに関しては差異はないとする異論
も存在する。 
ヒト受精胚が医学研究で注目を集めている理由の一つは、人為的にあ

らゆるヒトの細胞・組織へ分化する可能性が指摘されているヒト胚性幹
細胞（ヒトＥＳ細胞）をそこから樹立することが可能になったからであ
る。現在、日本におけるヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の作成は、生
殖補助医療において採取され、かつ今後使用されないことが決定してい
るヒト受精胚、つまり余剰胚を使うという条件で認められている。余剰
胚は、今後使用される予定がなく、生殖医療の場においては人になり得
ない存在であることが、通常のヒト受精胚との比較において、その倫理
的な位置づけに差異をもたらすかが問題となる。死刑宣告をされた人が、
そうでない人と等しい尊厳を持つのと同じように、他のヒト受精胚と同
等と考えて良いのかが問題となるのである。同様に受精胚とクローン胚
についても、その生物学的性質や作成の目的の違いが、倫理的な位置付
けに差異をもたらすかが問題となる。 
次に、ヒト胚の尊重と生命科学や医療技術がもたらす恩恵は、「秤に

かけられる」ような問題であるかという、第二の前提的問題に直面する。
言いかえると、恩恵を引きあいに出して、ヒト胚を尊重するという原則
の例外を認めることができるかどうか、人になる可能性のあるものを尊
重することに優先する恩恵があるかどうかという問題である。これにつ
いても二通りの考え方があり、「秤にかけられない」とする立場もある。
我々はこの問題を考えるにあたり、生殖補助医療において、結果として
余剰胚が生じることは現段階では避けられないことであり、こうした側
面も含めて生殖補助医療における受精胚の作成が容認されてきたという
実情も視野に入れなければならない。 
こうした議論においては、「有用性」や「恩恵」という言葉がよく用

いられる。しかし、病気の治療に多大の有用性をもたらすものであって
も、それだけで直ちに尊重されるべきヒト胚の倫理的価値を凌ぐことに
はならない。「有用性」の概念はそれだけでは自立し得ず、何らかの目
的のために有用であるという目的概念が必要である。「有用性」の目的
であり、本質でもある人の健康やすこやかな生活を踏まえて、それがヒ
ト胚を尊重するという原則の例外を認めるまでのものかを考えていく必
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要があることから、単純な利益の衡量によって判断できない問題となる
のである。 
「人の生命の萌芽」を生ずる受精は、かつては人の手の及ばない自然

の現象であった。しかし、体外受精の技術の開発は、人が生命の始まり
に介入することを可能とし、社会に大きな衝撃を与えた。いわば「神」
の領域に人が手をつけることになったのである。それを受け入れるか否
かについて社会は難しい選択を迫られ、特に欧米では激しい議論がまき
起こったが、体外受精は不妊に悩む夫婦にとっては大きな福音であり、
急速に全世界に広がった。 
他方、我が国では、主として研究機関や学会に判断が委ねられ、広い

範囲の議論とはならないまま、既に多くの生命がこの技術によって生み
出されており、医療として定着したといえる。 
我が国でヒト胚のあり方が社会的に大きな問題となったのは、クロー

ン技術の登場以降である。人クローン胚の作成の可能性が現実味を帯び、
ヒトＥＳ細胞が確立され、その様々な難病治療への応用の可能性が明ら
かにされるに至った段階で、「人の生命の萌芽」としてのヒト胚の取扱
いのあり方や、それを作成する行為について広く社会的議論が行われる
ようになったのである。 
 
我々は今「ヒト胚の取扱い」について、判断を求められている。倫理

は人類が長い歴史のなかで形成してきたものである。また、倫理にはそ
れぞれの深い文化的な背景もある。生命操作技術の急速な展開を前にし
て、そういう事態に相応しい倫理的基準をわたしたちは未だ見出してお
らず、身につけてもいない。その段階で、生命科学や医療技術の進歩に
倫理的に対応するためには、その前段階として、これらと生命倫理をめ
ぐる公共的な意思決定ないしは社会的合意形成のために、文化的に多様
な生命についての倫理観をある許容度をもって受け容れられるような考
え方の原理・原則とそれに基づくルールを形成することが緊急に必要で
ある。そしてそれが本報告書「ヒト胚の取扱いに関する基本的な考え
方」の課題である。 

 
 
２．総合科学技術会議がヒト胚を検討することになった直接の背景 
 

○ 1997 年 2 月、イギリスの研究グループが羊の成体の体細胞核を未受精
卵に移植し、当該成体と同じ遺伝子を持つクローン羊（ドリー）を誕生
させることに成功したとの報告がなされた。これは、ほ乳類において初
めての体細胞クローン個体であった点で世界的な注目を浴びたが、人の
クローン個体の誕生、人クローン胚作出の可能性を認識させるものであ
り、それのもたらす科学的可能性、倫理的是非を巡って様々な議論が開
始されることとなった。 
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○ また、1998 年 11 月には、米国ウィスコンシン大学において、人の身体
を構成するあらゆる細胞に分化することが可能なヒト胚性幹細胞（ヒト
ES 細胞）が、ヒト受精胚から樹立されたことが発表された。この成功は、
将来移植用の細胞、組織、臓器等の作成を通じた医療等への応用の可能
性を示すものではあった。しかし、この研究は、人になり得るヒト受精
胚を利用し、かつ、最終的にはそれが人の生命へと成長する可能性を絶
つものであり、その倫理的許容性が大きな問題であった。また、この研
究は、生殖補助医療において生じた余剰胚を使用したものであったが、
最初から医学研究や医療への応用の目的でヒト胚を作成し、これを用い
る研究も許容されるべきかについても、さらに問題となる。 

 
○ こうした状況を踏まえ、我が国では、1997 年 9 月、旧・科学技術会議
に生命倫理委員会が設置され、人クローン個体の生成、人クローン胚の
研究、ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の研究などが抱える倫理的な問
題について検討されることになった。これらの検討結果に基づき、「ヒ
トに関するクローン技術等の規制に関する法律」（以下「クローン技術
規制法」と言う。）、同法に基づく「特定胚の取扱いに関する指針」、
さらに「ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する指針」などが定められた。
後者は、法律に直接の根拠を持たない行政的ガイドラインである。 

 
○ こうした中で、生命科学がヒト胚を取扱うときに生じる様々な問題を、

その都度、個別に検討するのではなく、ヒト胚はいかなる存在で、いか
なる取り扱いが倫理的に許容されるのかを、より一般的・包括的に議論
する必要性が指摘されてきた。これまでのところ、生殖補助医療に際し
ての胚の取り扱いに関しては、厚生労働省及び日本産科婦人科学会によ
って、それぞれの立場から検討が加えられてきた。特に、胚の提供等の
あり方については、旧・厚生省に設置された「厚生科学審議会先端医療
技術評価部会生殖補助医療技術に関する専門委員会」において報告書が
まとめられ、本年４月には、その報告に基づき制度のあり方等を検討し
た「精子・卵子・胚の提供による生殖補助医療制度の整備に関する報告
書」が厚生労働省の「厚生科学審議会生殖補助医療部会」によってとり
まとめられた。しかし、これらの報告書は、ヒト胚については生殖補助
医療技術の規制に関係する範囲を取り扱っているにすぎず、ヒト胚の倫
理的地位、法的保護のあり方について包括的にまとめたものではない。 

 
○ 我が国において、ヒト胚の位置付けに関する考え方が一般的な形で示

された政府の報告書として最初のものが、平成１２年３月の科学技術会
議生命倫理委員会ヒト胚小委員会の報告書「ヒト胚性幹細胞を中心とし
たヒト胚研究に関する基本的考え方」である。この報告書では、ヒト胚
性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の樹立等のヒト胚の研究利用に関する基本的
考え方の中で、「ヒト胚はヒトの生命の萌芽としての意味を持ち、ヒト
の他の細胞とは異なり、倫理的に尊重されるべきであり、慎重に取り扱
わなければならないと考えられる」とする考え方が提示された。この、
ヒト胚を「人の生命の萌芽」として位置付ける考え方については、今回
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さらに検討を加え、その意味内容を明確化し、これを踏まえたヒト胚の
具体的な取扱いのあり方を示す必要があった。 

 
○ 平成１２年１２月に公布されたクローン技術規制法の附則第２条（検

討）においても、以下のように、総合科学技術会議においてヒト受精胚
の人の生命の萌芽としての取扱いの在り方について検討すべきことが規
定された。 

    「政府は、この法律の施行後三年以内に、ヒト受精胚の人の生命の萌芽としての取扱いの

在り方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえ、この法律の施行の状況、

クローン技術等を取り巻く状況の変化等を勘案し、この法律の規定に検討を加え、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」 
 
○ ヒトの胚の取扱いの在り方については、最近、国際的に真剣な議論が

行なわれてきている。研究目的でヒト受精胚を作成することは許される
のか、また、再生医療等に関する医学研究や医療への応用を目指した研
究のためにクローン技術を用いて人クローン胚を作成すること
（”Therapeutic Cloning”と呼ばれる。）を認めるべきかに関して、世界
中で大きな論争が存在する。 
こうしたことを踏まえ、総合科学技術会議では、発足以来２年以上に

わたって人クローン胚を含めたヒトの胚全般について、その位置付けや
具体的な場合における取扱いに関する基本となる考え方などについて検
討を行った。検討に際しては、異なった専門的背景や宗教的背景を有す
る専門家から、さらには不妊症で悩む人々等ヒトの胚に関わる様々な立
場の方々から幅広くヒアリングを行なった。 

 
３．報告書の目的 
 
 ○ 本報告書は、これまでの経緯、最新の情勢を踏まえて、ヒト受精胚、

人クローン胚等の特定胚を含むヒト胚全般について、その位置付けや取
扱いに関する基本となる考え方を述べ、具体的な胚の取り扱いのあり方
などを示すものである。それぞれの問題領域においては、この報告書に
示された考え方を出発点として、具体的な施策がとられることを想定し
ている。 

 
４．報告書の取り扱う範囲 

 
○ 本報告書は、体外にあるヒト胚を主たる検討の対象とするが、その際、
胎内にあるヒト胚、さらには胎児の保護をも視野に入れなければならな
い。これらはいずれも胎内で成長し、出産されれば人となり得る存在で
あり、これらの取扱いに関して矛盾する倫理的解決があってはならない
からである。 

 
○ クローン技術規制法は、「胚」を、「一の細胞（生殖細胞を除く。）

又は細胞群であって、そのまま人又は動物の胎内において発生の過程を
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経ることにより一の個体に成長する可能性のあるもののうち、胎盤の形
成を開始する前のもの」（同法2 条 1 項 1 号）としている。 

 
○ これは、あくまでもクローン技術規制法の定義であり、本報告書が取

り扱うべきヒト胚は、必ずしもこれと同じではない。例えば、それがヒ
トの子宮内にある場合、受精後７日目前後の胎盤形成が開始されるまで
が「胚」であるが、他方胎外で培養される場合には、仮に子宮内にある
なら胎盤が形成されて胎児（胎芽）となる時期（受精後７日目頃）を過
ぎても胎盤が形成されないから、「胚」の終期は明らかではない。 

 
○ 他方、日本産科婦人科学会では、原始線条形成前のヒト受精胚は個体

を形成するための臓器の分化が始まっておらず、細胞が多分化能を有し
ている状態にあるとし、ヒト受精胚は原始線条形成後（通常、受精後14
日以降）に個体形成に与る臓器の分化を開始するとしている。こうした
点を踏まえれば、原始線条形成後のヒト受精胚については胎児とともに
検討すべき存在であると考えられることから、本報告では検討の対象を
原始線条の形成までのヒト胚に限定した。しかしこのことは、既に述べ
たように、原始線条形成後のヒト胚、胎児などを考察の視野から外すこ
とを意味するものではない。 

 
○ 最近のライフサイエンスの発展により、通常の生殖、すなわち卵子が
精子の受精を受けて発生する胚のほか、核移植など様々な技術を用いて
作成される胚が想定されるようになってきた。これらの胚に関して、
「諮問第4 号『特定胚の取扱いに関する指針について』に対する答申」
（総合科学技術会議）において、当面は動物性集合胚に限り作成を認め、
他の特定胚については、ヒト受精胚の取扱いの在り方の議論も踏まえて
検討することとされており、したがってこれらの胚についてもこの報告
書の検討の対象とした。 

 
○ また、ヒトのみの要素からなる胚だけでなく、ヒトの配偶子と動物        

の配偶子を受精させ、ヒトの胚に動物の組織を集合させ、或は動物の胚
にヒトの組織を集合させるなどによって、人の要素と動物の要素の両方
を持つ胚の作成も理論的には可能となっている。本報告書は、受精によ
って生じるヒト受精胚のみならず、これら技術によって生み出される可
能性のある胚についても検討の対象とした。 
 もっとも、動物のみの組織から構成されている胚は基本的に動物であ
るから、さしあたっての検討の対象としていない。 

 
○ なお、本報告書は、ヒト胚の倫理的地位とその作成・利用を伴う医学

研究や医療への応用の原則について述べたもので、医療制度のあり方そ
のものは対象とするものではない。 
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第１部：ヒト受精胚 
 
Ⅱ.ヒト受精胚に関する研究の現状 
 
１．ヒト受精胚の定義と性質 

 
○ これまでの議論で、ヒト胚の取扱いについて検討することになった背

景やヒト胚を巡る様々な状況について述べてきたところであるが、改め
てその定義や科学的性質について以下に述べる。 

 
a.定義 
 
○ 本報告書では、（Ⅰ.はじめに ４．報告書の取り扱う範囲）、着床し
て胎盤を形成する前のヒト胚のうち、原始線条形成までのものを検討対
象とすることは既に述べたとおりである。「胚」に関するクローン技術
規制法の定義はすでに述べたとおりであるが、各種文献等によれば、
「胚」について以下のような定義がなされている。 

 
○ 医学的には胚とは、多細胞生物の個体発生初期を言う。広義には、出
生するまでの個体として独立に食物を取る以前のもの全てをさすことも
ある｡胎生の動物では、胚は胎芽、さらに成長して胎児となる。ヒトでは、
発生第４週初期に、ほぼ円筒形の胚子になり、以後第８週末までを胚子
期と言う。第９週以降出生までは胎児期といい、胚子は胎児となる｡ 
 なお、日本産科婦人科学会用語集によると、妊娠８週未満は胎芽と呼
び、妊娠８週以後を胎児と呼ぶ。（医歯薬出版 最新医学大辞典第２版 
1996 年版 1332 頁） 

 
○ 胚とは多細胞動物の個体発生初期のものをいい、ヒトでは受精後２～
８日までの個体を示す。（南山堂医学大事典 １８版、1625 頁） 

 
○ 胚とは、多細胞生物の個体発生における初期の時代を言う。多細胞動
物においては、卵割をはじめて以降の発生期にある個体、胚葉の分化が
現れて以降のもの、或いは器官原基の出現以降のものなど、広狭さまざ
まに使用されるが、特にドイツ語では器官原基の現れる前の個体を Keim
とよんで、狭義の Embryoと区別することが多い。（岩波書店、生物学辞
典第３版 989 頁） 

 
 ○ 英国等では、個体形成に与る臓器の分化が始まってない状態として、

原始線条が発達するまでの段階のものを、これ以降のものと区別し、前
者を pre-embryo、後者を embryo と呼ぶ見解もある。 

 
b.科学的性質 
 
○ ヒト受精胚は、ヒトの精子とヒトの未受精卵の受精から着床し、胎盤
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の形成が開始されるまでのごく初期の段階のものであり、引き続き発生
が続くと人となる。 
人クローン胚については、他の動物でのクローン胚の実験の結果から

推測すると、仮にそれが子宮内に戻されたとしても、個体として出生に
至る可能性は極めて低い。他方、ヒト受精胚が子宮内に戻された場合に
個体として出生に至る可能性は、クローン胚のそれに比較してはるかに
高いと考えられている。 

 
 ○ 通常の生殖においては、その過程において様々な偶然の支配する現象

の結果、ヒトの遺伝的性質は兄弟、親子といえども異なり、遺伝的多様
性が生じている。この点体細胞提供者と遺伝的性質が殆ど同一であるク
ローン胚と著しく異なるところである。 

 
c.ヒト受精胚を用いた科学研究の状況 
 
○ 発生に関する基礎的な研究は動物で行われており、ヒト受精胚を用い
たヒトの発生に関する基礎的な研究は行われていないと考えられる。た
だし、生殖補助医療研究では、ヒトの精子と卵子を用いた研究が行われ
ており、ヒト受精胚の作成が行われている。 

 
２．ヒト受精胚を用いた科学研究と医療応用 
 
 

a.生殖医療及び生殖補助医療 
 

○ 英国では、116 の生殖補助医療の施設がヒト受精・胚研究機関（HFEA，
Human Fertilisation and Embryology Authority）に許可を受けており、そ
れらの施設において、1998/99 年度に体外授精を受けた患者数は27,151
名であり、体外授精による出生児数は8,337 名である。 

 
○ 仏国では、82 の医療機関で体外授精が行なわれており、体外授精は
38,366 回行なわれた（2000 年度）。 

 
○ 独国では、91 の医療機関で体外授精が行なわれており、1998 年度に体
外授精は45,000 回行なわれた。 

 
○ 米国では 390 の医療機関で、約８万件の生殖補助医療が行なわれた
（1998 年度）。体外授精による出生児数は､約15,000 人/年、代理母によ
る出生児数は､約1,000 人/年である。 

 
○ 我が国では、1999 年度末の段階で 471 の実施施設が日本産科婦人科学
会に登録されており、体外授精による出生児数は2000 年度で約12,000
人で累計約60,000 人となっている（日本産科婦人科学会調べ）。 
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b.着床前遺伝子診断 
 
○ 現在、ヒト受精胚の着床前診断は、体外授精において、４細胞期又は
８細胞期の胚から１個又は２個の胚性細胞を取り出して遺伝子検査や染
色体検査を行い、疾患遺伝子の有無等によって誕生後の遺伝疾患発現の
可能性を判断する方法が行なわれている。その結果、胚性細胞に疾患遺
伝子の存在等が認められた場合は、親の判断に基づいて、胚性細胞を取
り出した後の受精胚は廃棄されることがある。着床前診断の結果、遺伝
性疾患発現等の可能性がないと判断された場合には、もとの受精胚は子
宮内に移植される。 

 
○ 1997 年までに、世界３５施設において、377 症例に対して着床前診断
が行われ、９６人の子が出生している。着床前診断は、米国、スウェー
デン、イタリアなどでは規制がないが、フランス、イギリスでは一定の
要件の下でのみ許容されている。ドイツでは禁止である。我が国では、
日本産科婦人科学会の会告が、重篤な遺伝的疾患を診断する目的に限り、
臨床研究として着床前診断を行うことを認めている。 

 
c.その他の医療等 
 
○ 胚に対する遺伝子治療は、生殖細胞系列の遺伝子改変につながること
から、これを法やガイドライン等により禁止するのが国際的にも一般的
である。 

 
○ 我が国でも、胚の遺伝的改変を目的とし、又はそれをもたらすおそれ
のある遺伝子治療臨床研究は、平成６年に旧・文部省が定めた「大学等
における遺伝子治療臨床研究に関するガイドライン」及び旧・厚生省が
定めた「遺伝子治療臨床研究に関する指針」（平成１４年３月に文部科
学省と厚生労働省により「遺伝子治療臨床研究に関する指針」として一
本化されている。）により、行ってはならないものとされている。 

 
○ 現時点では、胚に対するその他の医療又は胚を用いた医療は具体的に
想定されない。 

 
d.生殖医療及び生殖補助医療に関する研究 
 
○ 英国では、生殖医療及び生殖補助医療研究のために余剰胚を用いるこ
とが認められている。また、限定された範囲においてであるが、研究目
的でのヒト胚の作成が認められている。仏国でも、生殖補助医療研究の
ために胚の観察を行うことが認められている。 

 
○ 我が国では、生殖補助医療研究において、ヒト受精胚を用いた研究利
用が既に行われている。日本産科婦人科学会は、配偶子や受精卵を研究
に用いるには、提供者の承諾を得た上で、そのプライバシーを守って行
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うべきであるとする会告を発している。この会告に基づいて同学会にな
された報告によれば、これまでに、受精効率を上げるための研究、受精
過程の研究、胚の成熟過程に関する研究、胚の培養条件に関する研究等、
生殖医学発展のための基礎的研究及び不妊症の診断治療の進歩に貢献す
る目的の範囲内の基礎的研究が、ヒト受精胚を用いて行われている。 

 
e.ヒト胚性幹細胞を用いた研究 
 
○ ヒト受精胚の内部細胞塊から樹立されるヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細
胞）は、組織細胞に分化していない状態のまま培養、増殖できるもので
あるが、これを適切な条件下において培養することによって特定の細胞
や組織へと分化させることが可能であるとされる。このため、その再生
医療への応用を目指したヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）を用いる研究
が世界で発展した。 

 
○ 米国国立衛生研究所（National Institutes of Health，ＮＩＨ）の調
査結果によれば、既に樹立されているヒト胚性幹細胞（ヒト ES 細胞）の
うち、胚の作成、提供等に関して、余剰胚から樹立されていることや適
切なインフォームド・コンセントを得ていることなどを定めたＮＩＨの
基準を満たし、連邦の助成対象の研究で用いることのできるものは、世
界に 72 株存在している。 

 
○ 我が国では、京都大学再生医科学研究所から我が国で初めてのヒト胚
性幹細胞（ヒトES 細胞）と考えられる細胞が作成されたと発表された。
また、海外から輸入したヒト胚性幹細胞（ヒト ES 細胞）を用いた研究が
複数の大学、企業で実施されるに至っている。 

 
○ ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）については、人体を構成するほとん

ど全ての種類の細胞へと分化させ得る可能性が指摘されており、これを
用いて再生医療における移植用細胞を作成することが期待されている。
現在も根本的な治療が難しい難病の多くは、体内で特定の細胞が失われ、
その再生が困難であることが原因となっていることから、失われた細胞
と同種の細胞を移植してその根本的な治療を図るのが再生医療である。
ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）を増殖させ、必要な細胞に分化させれ
ば、こうした再生医療に必要な細胞を十分に提供することができると期
待されている。ただし、そのような再生医療の実現には、ヒト胚性幹細
胞（ヒトＥＳ細胞）の研究を更に促進する必要がある。現状では、特定
の細胞に１００％分化させることが難しく、腫瘍が発生する可能性があ
るからである。神経系については、シナプスを形成することが難しいと
いった事情もある。また、ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）から分化し
た細胞・組織が人体を構成する通常のヒトの細胞・組織とは異なった性
質を持つことを危惧する意見もある。 

 
 ○ 他方、未分化のまま増殖可能な幹細胞は、成人の体内からも採取可能
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であり、これはヒト体性幹細胞と呼ばれる。ヒト体性幹細胞についても
再生医療への応用が期待されているが、これは、一般には、一定の細胞
組織に分化するが、ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）のように多様な細
胞に分化し得るものではないとされる。骨髄移植、皮膚移植や骨細胞の
移植は、この体性幹細胞を利用したものである。近年、ヒト胚性幹細胞
（ヒトＥＳ細胞）と同等の分化能力を持つ、多能性のヒト体性幹細胞の
存在について報告があり、こちらについても再生医療への応用が期待さ
れているが、ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）以上に未知の要素が多く、
現時点では、更なる基礎的な研究が必要な段階である。 

 
○ ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）と多能性のヒト体性幹細胞について、

再生医療の実現に向けてそれらの何れが有望かどうかは現時点において
は明らかでない。 

 
f.その他の研究 
 

   ○ 英国では、生殖医療及び生殖補助医療に関する研究に限らず、胚の発
生についての知識の増大、難病についての知識の増大及びそれらの知識
の難病の治療への応用を目的とした研究のためにヒト受精胚を用いるこ
とが認められている。 
また、仏国では、医療目的で作られたヒト受精胚を観察する研究に限

って認められてきたが、現在、過渡的措置として、他に手段が無い等の
条件が満たされる場合に余剰胚を用いた胚及び胚性幹細胞に関する研究
を認める法律案が政府から提出されている。 
他方、独国では、ヒト受精胚を扱う研究は一切禁止されている。 

 
 ○ 我が国では、日本産科婦人科学会が、会告によって、ヒト受精胚を用

いて行う研究を、生殖医学発展のための基礎的研究及び不妊症の診断治
療の進歩に貢献する目的のものに限定している。 

 
 
Ⅲ.ヒト受精胚の倫理的位置付け 
 
１．ヒト受精胚の位置付けに関するさまざまな考え方 
 
 ○ ヒト受精胚の倫理的位置付けを検討するに当たり、哲学的・倫理学的

側面及び宗教上の位置付けからの議論について整理した。 
 
(1) 哲学的・倫理学的側面 

 
ヒト受精胚の哲学的・倫理学的な位置付けに関しては、ヒアリング等

において、ヒト受精胚は、人でも物でもない、「人の生命の萌芽」であ
るとするしかないであろうという意見が多くあった。ただし、そのほと
んどが、さまざまの留保条件をつけての意見であり、それらの留保条件
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としての意見を踏まえて考察されたことは次のとおりである。 
 
○ まず、受精胚と胎児とは連続的な存在であり、それをあえて区別する
ことは恣意的なものとなる。さしあたって、「人」ではないが、単なる
「物」でも断じてないものとして「人の生命の萌芽」という概念が導入
されることになるのであろう。しかし、ヒトの存在に対して操作的介入
を行なうことが技術的に可能になった現在、「～でない」といった間接
的なとらえ方だけではなく、胚の存在それ自体についてのコンセプトを
模索することも求められている。これは、人の生死、生命の基礎的な条
件、「人である」ことの意味、個人のアイデンティティの根拠、さらに
は社会秩序の根幹にかかわるものであるからである。 

  
○ 研究目的の胚の作成については、「人間の尊厳」を侵すとか、ヒトの
存在を「商品化」するなどといった批判がなされることが多いが、それ
らが基づく「人」の概念を胚に直接持ち込むことはできない。 

 
○ 「人の生命の萌芽」という概念には、胚は「人の生命の萌芽」として
人と同じように尊重されねばならないという考え方と、だからといって
同じ取扱いをすべきということにはならない、という考え方がともに含
まれている。その二つの考えを両立させうる考え方が必要である。問題
なのは「宗教的な生命観」と並ぶような「倫理的な生命観」ではない。
そうした文化的に多様な倫理観ではなく、生命技術と生命倫理をめぐる
公共的な意思決定ないしは社会的合意形成のために、多様な倫理観をあ
る許容度をもって受け容れられるような考え方の原理・原則と、それに
基づくルールを形成することが必要である。 

 
(2) 宗教上の位置付け 
   宗教は、現在では人々の生活の前面に必ずしも現れていないが、長い

民族の歴史の中で文化、倫理、死生観などに様々な形で関わっている。
そこで、ヒト受精胚の宗教上の位置づけに関して、宗教関係者・宗教学
者からヒアリングを行った。その結果は、概ね以下のようなものであっ
た。 

 
a.仏教の考え方 
 
○ 仏教系の宗派で、ヒト受精胚をどのように考えるべきかについて見解
を示している宗派の存在は確認できなかった。 

 
○ ヒアリングでは、仏教の考え方として、「人の始まりに関して言えば、         

仏教の「唯識」という考え方では受精した瞬間から生命と見ているし、
仏教の習慣では歳を「かぞえ」で数えているなど、胚の段階から人とし
てみていると言っても良いだろう。」といった意見や「純粋に仏教的な
考え方を言えば、そもそも人間も動物も全て存在は仮の現象であり、人
の生命の始まりは何時で終わりは何時かということは空論である。」と
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する意見があった。 
 
b.神道の考え方 
 
○ 神社神道では、ヒト受精胚に関する限りでは、定まった教典や教義は
確認できず、ヒト受精胚をどのように考えるべきかについての見解も確
認できなかった。 

 
○ ヒアリングでは、神道の考え方として、「人の生命の始まりは受精の
瞬間からと言って良いが、大事なことは、卵子も精子も、胚も胎児も、
神からの授かりものという意識を持つことである。他方、バイオテクノ
ロジーが地球という限られた空間の中で７０億人に達する人間が生きて
いくために必要な技術とすれば、神から生かされている生物の機能やシ
ステムを解明し利用するための技術の展開を図る目的上、実験や研究す
ることの必要性を奪う権利を神道倫理から導き出すのは難しい」との意
見があった。 

 
○ また、神道系の宗派である大本では、「一人の人間の生命の始まりは
受精に始まり、肉体に霊魂（霊性）が宿っていくプロセスである。肉体
的面からいえば、卵子と精子が出会い、受精卵となったときに新たな生
命が始まることは生物学的常識であるが、これは霊魂の側からもいえる
ことであり、受精卵には体の成長に応じただけの固有の霊性が宿るとさ
れ、その生命は成人のそれと本質的に変わりなく、尊厳さにおいても同
様である。」としていた。 

 
c.キリスト教の考え方 
 
○ カトリックでは、「人間は、受精の瞬間から人間として尊重され、扱
われるべきである。そして、その同じ瞬間から人間としての権利、とり
わけ無害な人間誰にも備わっている不可侵の権利が認められなければな
らない（生命のはじまりに関する教書 1987）」としている。 

 
○ これに関連して、ヒアリングでは「ヒト受精胚についてローマ・カト
リック教会の考え方はよく誤解されているが、教会は命の始まりについ
て科学的な定義も哲学的な定義もしていない。ただ、生命に対する慎重
な立場から「受精の時から守る」という安全第一の態度を勧めていると
いうこと。」との意見もあった。 

 
○ また、カトリック以外の諸派（プロテスタント、聖公会など）による、
ヒト受精胚をどのように考えるかについて見解の発表は確認できなかっ
た。 

 
２．ヒト受精胚の法的・制度的位置付け 
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○ 以上のように、哲学的・倫理学的な議論においては、ヒト受精胚の位
置付けに関しては様々な考え方があるが、今回の検討においては、現実
のヒト受精胚の取扱いの在り方を規定する考え方を提示する必要がある。
このためには、まず、現行法、行政的ガイドライン、学会の倫理指針な
ど、現状を整理、把握する必要がある。 

 
a.現行法の規定 

 
○ 現行法には、ヒト受精胚に着目した特別の規定は存在しない。 

出生前、母体内にある胎児は、堕胎罪の規定によって、出生後の人と
同程度ではないが、刑法上保護の対象となっている。一方、母体保護法
（2 条 2 項・14 条 1 項）においては、妊娠の継続又は分娩が身体的又は
経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある者等に対して
のみ、母体保護法指定医が、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中
絶を行うことができるとされており、これが許される期間は、通達によ
り妊娠 22 週未満とされている。 
民法では、胎児は、生きて生まれたときには、その不法行為の損害賠

償請求権（民法721 条）、相続権（同886 条）等については胎児であっ
た段階に遡及して取得することとされている。 

 
 ○ 他方、研究の自由は精神的自由として憲法（23 条）によって保障され

ており、ヒト胚研究もそれに属する。研究の自由は無制限に認められる
ものではなく、研究活動が公共の利益に反する場合には、「公共の福
祉」による制約に服するとされているが、かかる制約としての自由の制
限の様態は、必要・最低限のものでなければならない。ヒト胚研究の制
限についても、こうした点に注意しなければならない。 

 
b.国の指針 

 
○ 「ヒト ES 細胞の樹立及び使用に関する指針」第３条では、ヒト胚を人
の生命の萌芽であるとし、それを取り扱う者は人の尊厳を侵すことのな
いよう、誠実かつ慎重にヒト胚の取扱いを行うものとされている。なお、
ここでは「ヒト胚」は「ヒトの胚（ヒトとしての遺伝情報を有する胚を
含む。）を言う」とされている（1 条 2 号）。 

 
c.学会指針 

 
○ 日本産科婦人科学会の会告では、ヒト受精卵の取扱いは、生命倫理の
基本に基づき、これを慎重に取り扱うとされている。そして、その生命
倫理の概念については、「その時代差，地域差，個人差，社会的・職業
的立場の差によって異なる。また，医学的な立場からのみで決められる
ものではなく、人文科学的・社会科学的・自然科学的なことも考慮に入
れ、総合的な立場から決められるべきで、一概に結論を出すことはでき
ない。しかし、生命倫理の基本を一言で言うならば人の生命を尊重する
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ことを意味する。したがって、ジュネーブ宣言を考慮に入れ、医師とし
ての倫理に基づき、これを行なうべきである。」（「体外受精・胚移
植」に関する見解）」とされている。 

 
○ また、人の始まりについては、受精卵の研究をどの時期まで認めるか
という観点から、「人の生命がいつ始まるかは議論のあるところである
が、ヒトが個体として発育を開始する時期は個体形成に与る臓器の分化
の時期をもって、その始まりとすることができ、それ以前はまだ個体性
が確立されず胚性細胞が多分化性を持つ時期でもある。それゆえヒトが
個体として発育能を確立する以前の時期、すなわち受精後２週間以内を
研究許容時期と定めた」（ヒト精子・卵子・受精卵を取り扱う研究に関
する見解）としている。 

 
３．ヒト受精胚の地位 
 

○ ヒト受精胚の取扱いの在り方を検討するに当たり、まずヒト受精胚の
基本的性格についての考察が必要である。この点については、さまざま
な考え方があるが、大きく分けると以下の３つに集約できると考えられ
る。 

 
a.ヒト受精胚を「人」と同じとする考え方 

 
○ 受精の瞬間から、出生後の人と全く同様に胚自体が人としての尊厳を
有する存在になっているとする考え方である。カトリックの考え方は原
則としてこの立場である。 

 
○ 以上の考え方に立つと、ヒト受精胚の滅失・廃棄やヒト受精胚を用い
た研究は人の死を結果するものと考えられ、許されないことになる。 

 
○ これに対し、基本的にはこの見解に立ちつつも、例外を認める考え方

もあり、その場合には、ヒト受精胚の取扱いは厳格な規制のもとで初め
て許されることになる。 

 
b.ヒト受精胚を「モノ」とする考え方 
 
○ ヒト受精胚を、机、本、眼鏡などの物体と同様なものと考える極端な

見解もありうる。それによるなら、ヒト受精胚の取扱いにおいて、これ
らの物体とは違う特別な配慮を必要とせず、その所有権者の承諾さえあ
れば基本的に自由であると考えることになる。 
しかし、ヒト受精胚は人の生命そのものではなく、「モノ」にすぎな

いとするとしても、多くの人は、それが人間の生命に由来する存在であ
ることは認めるであろう。人間の個体から派生したヒトの組織、細胞は、
机、本、眼鏡とは異なった存在であることは、既に誰でも認めるところ
である。そして、ヒト受精胚はそれ以上の存在であることには疑いない
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からである。 
 
 c.ヒト受精胚を「人の生命の萌芽」とする考え方 
 

○ 上記 a.及び b.の考え方の中間に当たる考え方であり、ヒト受精胚は人
と同じではないが、人へと成長する生命の萌芽であるから、その点で人
の組織や細胞と同列に扱えるものでもなく、それ以上に尊重されるべき
存在であるとする見解である。 

 
○ ヒト受精胚がそのような存在であることを言い表す際の具体的表現と
しては、「人の生命の萌芽」のほか、「人の生命の始まり」、「人につ
ながっていく存在」、「人になる可能性のある存在」など様々なものが
あり、より人に近い存在と理解するのか、或いは遠い存在と理解するか
について、論者によって微妙な相違があることは否定しがたい。 

 
４．総合科学技術会議（生命倫理専門調査会）としての考え方 
 

○ 一部に、ヒト受精胚を「モノ」と位置付けるべきとする意見や、
「人」と同等と位置付けるべきとする意見もあったが、検討に参加した
委員の大多数の見解は、ヒト受精胚を「モノ」とみることはできないの
はもちろんであるが、人権を享有する「人」と同じ位置付けを持つもの
とすることもできないとするものであり、概ね以下のような整理である。  

 
○ 生物学的に見るならば、ヒトの生命の始まりは受精の瞬間にあるとす

ることには合理性があるが、生物学的な「ヒトの生命の始まり」をただ
ちに社会的、倫理的に「人」の始まりとして扱うべきとは考えられない。
問題は、規範の形式としては法令によるにせよ、行政的ガイドラインに
止めるにせよ、人々が遵守すべき規範の根拠としていかなる考え方を採
ることに社会が合意するかである。 

 
○ わが国ではこれまでのところ、胚を「人」として扱う倫理的立場を公

的な原理としたことはなく、それに従った政策決定がなされたこともな
い。もし、このような政策決定を行うとするなら、現在の法制度全体を
根本から変更することになることになるが、現在のところ、このような
大きな変更を行うまでの理由を見出すことはできないし、日本社会がこ
のような変更に合意すると考えることもできない。 

 
○ 従って、ヒト受精胚については、人格を持つ「人」ではなく、単なる

「モノ」でもない中間的存在として位置付けざるを得ない。これを「人
の生命の萌芽」と呼ぶことにするが、その概念自体は、「ヒト胚の取扱
いは『モノ』に対するのと同じであってはならない、しかし『人』と同
一であるべきでもない」ということ以上に何を意味するかは不明確であ
るため、さらに考察を加える必要がある。 
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○ ここで、我々が共有する「人の尊厳」という社会の根本的理念との関
係を考えなければならない。「人の尊厳」の内容を明確に定義すること
は難しいが、人はそれぞれ個人として固有の価値を有し、尊重されると
いうことが基本的な内容であると考えられる。ヒト受精胚は、「人の尊
厳」の直接の主体ではないが、「人」になり得る存在であり、「人の生
命の萌芽」とも呼べる存在であることから、その恣意的で濫用的な取扱
いが許されるような事態が生じれば、我々の社会が「人の尊厳」という
根本的理念を堅持し、人に人としての固有の価値を認めて尊重する社会
的価値秩序を維持していくことが極めて困難となるおそれがある。この
ため、「人の尊厳」との関係で、人そのものではないとしても「ヒト受
精胚」の尊重が求められるのであり、ヒト受精胚を損なうような取扱い
は、原則的には許されないと考えるべきである。 

  他方、人々の生命・健康の価値や幸福への希求に応えていくことも、
健やかな生活を営むことができるという意味で、「人の尊厳」に由来す
る要請である。こうした要請に応えるためにヒト受精胚を用いざるを得
ない場合まで、全て「人の尊厳」という理念の堅持からヒト受精胚の取
扱いを否定することはできず、こうした場合に例外を認め得ないものと
は考えられない。 
このため、「人の尊厳」という基本的理念の堅持を図るために、ヒト

受精胚の濫用的な取扱いを防止する枠組みを通じて、ヒト受精胚の尊重
を求め、ヒト受精胚の取扱いが認められる場合を厳しく制限することが
必要である。 

 
 
 
Ⅳ. ヒト受精胚の具体的な取扱いに関する倫理的考察と判断 
 
１．ヒト受精胚の取扱いの前提となる基本原則 
 

○ ヒト受精胚の取扱いについて個々の具体的事例について、その可否、
あり方を検討するに際しては、Ⅲの４．で述べた受精胚の倫理的位置付
けを踏まえ、①「人の尊厳」への配慮、②生命科学や医学の価値の認識、
③安全性の確保、④生命科学や医学の進展に関する社会の受容、の各観
点から総合的に検討する必要がある。 

 
○ ヒト胚の作成・利用は、その目的・方法のいかんによっては、我々の

社会における根本理念である「人の尊厳」の堅持を損なうおそれがある
が、他方では、医学研究、その医療への応用によってもたらされる恩恵
も想定され、これらもまた「人の尊厳」という理念と無関係なものでは
ない。我々は、①「人の尊厳」という理念を堅持する立場に立った上で
②生命科学や医学の価値に十分に配慮しなければならないのである。我
々は、生命科学が、現在そして将来の世代に与える可能性のある負の効
果を慎重に評価した上で、その安全性を確保する努力はつづけられなけ
ればならない。③以上の意味での安全性の確保は、現在社会に課せられ
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た新たな使命である。しかし、ヒト受精胚の研究利用に関する新たな政
策を形成するためには、④それに対する社会の受容が存在しなければな
らない。社会は、以上のことを考量しながら、生命科学や医学における
ヒト受精胚を用いた研究を理解し受け容れるのであり、この問題は、究
極的には社会と科学との相互理解にかかっているのである。 

 
○ 我々が「人の尊厳」という理念を堅持していくためには「人の生命の

萌芽」であるヒト受精胚の保護は不可欠であり、その科学における濫用
は許されるものではないという原則は確認しておかなければならない。
ヒト受精胚にはかかる意味での尊厳が認められるべきである。しかし、
ヒト受精胚を用いた研究が人々に多大の恩恵をもたらすことが期待され、
その実現のためにはヒト受精胚を用いる以外に方法がない場合には、こ
れによりヒト受精胚を損なうことも「人の尊厳」という理念の堅持を損
なうものではないと観念され得ることも否定できない。そしてこの判断
は、十分な議論を尽くした上で究極的には社会が下すべきものである。 

 
○ 上記の基本的原則を踏まえ、以下、ヒト受精胚の作成、利用等におけ

るそれぞれの場合について検討結果を示す。 
 
２．ヒト受精胚の作成 

 
a.生殖補助医療におけるヒト受精胚の取扱い 
 
○ ここでは、生殖補助医療において作成される受精胚の取り扱いについ
ての検討結果を示すが、生殖補助医療のあり方そのものについては、検
討対象とはしていない。 

  
○ 生殖補助医療におけるヒト受精胚の取扱いとして、最大の問題とされ

たのは、いわゆる「余剰胚」である。余剰胚とは、生殖補助医療におい
て、着床に成功しない場合を考えて、複数の体外授精胚を作成する必要
があるので、それらの胚のうち、妊娠に成功し出生子を得た結果子宮に
戻されなかった胚で、今後使用される予定のないことが決定している胚
のことを言う。余剰胚は、「両親」の承諾を得て廃棄されることになる。 

 
○ このように余剰胚を廃棄することは、理由が何であれヒト受精胚を廃
棄することにほかならない。「人の生命の萌芽」としてヒト受精胚の尊
重を強調する立場からは、意図したものではないとしても、廃棄される
ことになる余剰胚をほぼ必然的に生じさせるような行為が認められるべ
きではないとする見解も考えられる。 

 
○ しかし、余剰胚を生じないように採取すべき未受精卵の数を最小限の
ものとするならば、妊娠が成功するまで母体からの卵の採取を繰り返さ
ざるを得ず、母体に対する身体上の危険が増加するという結果になる。
したがって、現在の生殖補助医療技術を前提とすれば、余剰胚が生じる
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ことを全面的に忌避することは、生殖補助医療を禁止することに等しい
ことになる。体外受精・胚移植技術によって年間1 万人程度の子どもが
生まれ、それが広く国民の間に定着した医療技術となっている今、その
ようなことを求めるのは現実的ではない。 

 
○ したがって、更なる研究に基づいた生殖補助医療技術の改善により余
剰胚の生じる数を少なくするような研究が必要であるとしても、現時点
では、余剰胚を認めないとの見解はとれない。 

 
 b.生殖補助医療以外の医療 
 

＜遺伝子治療＞ 
○ ヒト受精胚に対する遺伝子治療は、確実性・安全性が確認されていな
い上に、生殖細胞系列の遺伝的改変を通じて後の世代にまで悪影響を残
すおそれもあることから、平成６年に旧・文部省が定めた「大学等にお
ける遺伝子治療臨床研究に関するガイドライン」及び旧・厚生省が定め
た「遺伝子治療臨床研究に関する指針」（平成１４年３月に文部科学省
と厚生労働省により「遺伝子治療臨床研究に関する指針」として一本化
されている。）により行ってはならないものとされている。これは、国
際的な考え方に従ったものであり、現在これを見直さなければならない
という意見はほとんどない。 

 
c.研究目的でのヒト受精胚の作成 
 
○ 既に述べたヒト受精胚の位置付けを踏まえれば、ヒト受精胚を損なう

ような取扱いは、原則的には許されるべきではないが、人々の生命・健
康の価値や幸福への希求に応えていくためにヒト受精胚を用いざるを得
ない場合まで、例外を認め得ないものとは考えられないとするのが検討
に参加した委員の大多数の見解であった。しかし、ヒト受精胚の研究目
的での作成が許され得るかどうかについては、議論があった。 

 
○ 先に述べた生殖補助医療における余剰胚は、当初は子宮に移植する目  

的で作成されたものであるのに対し、ヒト受精胚を研究目的で作成する
ことの容認は、当初からヒト受精胚を子宮に移植して人に成長させる以
外の目的で、ヒト受精胚を作成することを認めることになる点で、性格
が異なる。こうした点を重視し、ヒト受精胚の研究目的の作成は一切許
されないとする意見もあったが、検討に参加した委員の大多数の見解は、
以下に述べるとおり、ヒト受精胚の研究目的での作成も例外的に容認さ
れ得るとするものであった。 

 
○ まず、委員の大多数は、生殖補助医療に関する研究におけるヒト受精

胚の作成は認められ得るとした。現在の体外受精の技術がヒト受精胚の
作成を伴う多くの先人達の研究を経て確立されてきたものであり、今な
お発展途上にあることから、体外受精を生殖補助医療として容認するな



 

- 20 - 

らば、その技術の改善に向けた研究を続ける必要がある。例えば、現在、
体外受精から出産に至る成功率は約２０％程度との指摘もあるとおり、
その技術には改善の余地があり、その改善は、体外受精を希望する人々
の身体的、経済的負担を軽減することになる。このような体外受精の技
術の改善等による恩恵の大きさや、そのための研究が、ヒト受精胚の作
成を通じてしか実施し得ないものを含んでいることから、やむを得ない
場合においては、生殖補助医療に関する研究のためにヒト受精胚を作成
することは認められるとしたのである。 

 
○ 次に、難病の研究のためにヒト受精胚の作成を行うことについては、

研究目的のヒト受精胚の作成が容認される余地を認める委員の中でも、
これを認めるべきでないとする意見もあったが、多くの委員はこれも認
められ得るとした。すなわち、難病に関する研究についても、ヒト受精
胚の作成を伴わない方法によって代替できないもので、かつ、多くの人
々に多大な恩恵をもたらすと考えられる場合には、ヒト受精胚が「人の
生命の萌芽」として最大限に尊重されなければならないとしても、ヒト
受精胚の作成は人間の尊厳の理念を損なうものとはならず、容認される
余地があるとしたのである。かかる立場からは、重篤な遺伝性疾患の研
究の一部には、特定のヒト受精胚を新たに作成する以外の方法では実施
し得ないものがあるとの指摘や、重篤な結果をもたらす先天性の難病に
は、染色体異常やインプリンティング現象の異常に原因のあるとみられ
るものがあり、その成因の解明のための研究はヒト受精胚の作成を通じ
てしか実施し得ないものであるとの指摘があった。インプリンティング
現象とは、遺伝子が父親から来たのか、母親から来たのかを区別できる
ように精子、卵子を作る過程で一部の遺伝子に印がつけられることで、
その異常は流産や小児の精神発達障害、腫瘍などの原因の１つになって
いる可能性が示唆されている。 
なお、難病の研究のためにヒト受精胚を行うことは認められないとす

る立場からは、生殖補助医療に関する研究でヒト受精胚を作成すること
はヒト受精胚から人を生み出すという目的の枠内にあるのに対し、難病
の研究におけるヒト受精胚の作成は、その枠外であり、既に生きている
人のためにヒト受精胚を作成して利用するということになる点で、本質
的に異なるとの指摘があった。 

 
○ わが国の医療現場においては、研究目的でのヒト受精胚の作成に関す
る法的規制が存在しないなかで、日本産科婦人科学会の「会告」もこれ
を禁止しておらず、同学会に届け出た上で、「会告」を遵守して行うこ
とを求めているのみであり、既に同学会の「会告」に基づいて研究目的
でのヒト受精胚の作成は行われているとされる。しかし、多数の委員の
は、今後は、個別の研究におけるヒト受精胚の作成の可否について十分
な社会的信頼の下で審査する枠組みが必要であるとし、そうした審査に
当たっては、その研究が人間社会にどのような「恩恵」をもたらし、そ
の「恩恵」がヒト受精胚の保護の例外とするに値するかを、またそれが
「人の尊厳」という理念に適合的なものかどうかを慎重に検討し、ヒト
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受精胚の作成を認めるかどうかを判断することが必要であるとした。そ
して、このための具体的な枠組みとして、公的審査機関の設置が必要で
あるとした。 

 
○ なお、難病の研究において、如何なる分野においてヒト受精胚の作成
が必要となるかは、予め全てを想定することは困難であることから、こ
の公的審査機関が社会的信頼の下にある専門的機関として、どのような
研究目的でヒト受精胚の作成が認められるべきか、その手続きはいかに
あるべきか、といったことに関する判断も担うべきとする意見があった
が、これに対し、いかなる研究において作成が認められ得るかを予め具
体的に指針や法令等で限定することが必要であるとし、例えば、ヒト受
精胚の作成が容認され得る研究の対象となる病名を具体的に特定してお
くべきとする意見もあった。 

 
d.医療・研究目的以外でのヒト受精胚の作成 
 
○ 医療・研究以外の目的でヒト受精胚の作成を認める必要があるような
場合を、当面想定することはできない。 

 
３．ヒト受精胚の利用 
 

a.医療目的での利用 
 
＜着床前診断におけるヒト受精胚の取扱い＞ 
○ ヒト受精胚の着床前診断は、前に述べたとおり、ヒト受精胚から１又
は２個の細胞を取り出して疾患遺伝子の有無等の検査を行うものであり、
その結果によってはこれを子宮内に移植しないことになるが、①重篤な
遺伝性疾患を有する子どもを持つことによる母親の負担をなくすことが
できる、②遺伝病を持つ子どもを出産する可能性がある両親にも、遺伝
病のない子どもの出産を保障することができるため、実子を持つことを
断念する必要がなくなる、③着床後の出生前診断の結果行われる中絶手
術は母親に身体的・心理的に大きな負担をもたらすが、これを避けるこ
とができる、といった利点がある。 

 
○ 両親が、特に母親がこのようなことから着床前診断を受けることは、

単なる個人のエゴイズムであるとすることはできない。これも、憲法第
13 条によって保障された個人の幸福追求権であると考えるべきである。
しかし、着床前診断による受精胚のスクリーニングは遺伝病の可能性の
あるヒト受精胚の生命を絶つものであり、すでに述べた意味での「人の
生命の尊厳」を侵害しない範囲で認められるべきである。極めて重篤な
遺伝性疾患以外のヒト受精卵の選別は、優生主義につながるものであり、
許されない。両親の権利はここに限界を見出すのである。諸外国でも着
床前診断は認められているが、極めて重篤な遺伝性疾患などの範囲に限
られている。 
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○ しかし、現在の着床前診断の技術では、対象とした疾患遺伝子を有す

るヒト受精胚だけを排除することはできず、疾患遺伝子を持たない胚も
廃棄される可能性も少ないながら存在する。このような可能性を極力排
除するべきであり、伴性遺伝を排除するために、受精胚の性別を調べて
一律に片方の性の受精胚を廃棄するようなことは許されるべきではない。 

 
○ 以上のように、着床前診断はあくまでも両親、特に母親の立場を考慮

した、やむを得ない方法として考慮せざるを得ない医療であって、生命
の価値による選択であってはならない。遺伝性疾患、先天性疾患を持つ
人への差別は決して許されるものではなく、これからも、社会はこうし
た疾患を持つ人たちの権利と福利に十分な配慮をしなければならない。 

 
＜受精胚と遺伝子治療＞ 
○ 作成について述べた議論はそのままここでも当てはまる。「遺伝子治
療臨床研究に関する指針」により行ってはならないものとされていると
おり、生殖細胞の遺伝子改変等、人類の未来に大きい影響をもたらすも
ので、現時点では許されない。 

 
＜再生医療＞ 
○ 現在のところ、ヒト受精胚そのものを再生医療に利用することは想定
されていないが、ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）を用いた再生医療は、
将来的な臨床応用を目指している。 

 
b.研究目的での利用 
 
○ 検討に参加した委員の大多数の意見は、ヒト受精胚を研究目的で作成

し、これを研究目的で利用することを認めるものであったが、研究目的
でヒト受精胚を作成することは許されず、利用できるとしても生殖補助
医療の際に発生する余剰胚に限られるとする意見もあった。 

 
○ また、大多数の委員の意見は、余剰胚についても、通常のヒト受精胚

と同様に人の生命の萌芽として尊重すべきとするものであり、ヒト受精
胚の研究目的での作成と同様、ヒト受精胚の作成を伴わざるを得ない医
学研究において、多くの人々に多大な恩恵をもたらすと考えられる場合
に限り、その研究利用が容認される余地があるとするものであった。 

 
＜ヒト胚性幹細胞樹立の研究＞ 
○ ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）は、適切な条件下において増殖を行え
ば移植用の組織、臓器の作成が可能であると見られ、医療の様々な分野
における応用の可能性があるとともに、ヒトを対象とした生命科学の基
礎研究等の発展に大きく貢献する可能性を秘めている。 

 
○ 2001 年９月に文部科学省が策定した「ヒト ES 細胞の樹立及び使用に
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関する指針」においては、生殖補助医療の際に発生する余剰胚だけをヒ
ト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の樹立に用いることを認めることとした
上で、ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の樹立及び使用は、当分の間、
基礎的研究に限るものとしている。 

 
○ 本会議でも改めて検討したところ、ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）
の再生医療への応用の価値は大きく、難病患者の治療等、医学研究や将
来の医療への応用を通じて国民の健康・福祉の向上に大きく貢献する可
能性が大きい。上述の「人の尊厳」と「人の生命の萌芽」であるヒト受
精胚の取扱いに関する総合科学技術会議の基本的立場（Ⅲ４．/Ⅳ１．）
によれば、このような目的でのヒト受精胚の使用・滅失は「人の尊厳」
という理念を損なうものではないと思われる。しかし、胚性幹細胞は余
剰胚の提供を受けて作成できるので、胚性幹細胞の作成のために新たに
受精胚を作ることは認められない。なお、余剰胚に限って認められると
したのは、決して余剰胚を「人の生命の萌芽」とみないとか、価値を低
くみるということではない。滅失される運命にあるからといって、その
地位が変化するわけではないからである。 

 
○ 現状では、ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の研究は、その有効性や
安全性の面で未知の部分が大きく残されているので、ヒト受精胚を用い
て研究する価値は、胚の価値を超えるものではないとする見解もある。
しかし、ES 細胞が将来医療に応用できる可能性を示す研究は多数報告さ
れつつあり、廃棄の決定した余剰胚の使用は認められるとするのが妥当
であろう。 

 
c.医療・研究以外の目的での利用 
 
○ 医療・研究以外のヒト受精胚そのものの利用は、当面、想定できない。
ヒト受精胚から樹立されたヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）は、将来的
には製薬等に応用可能となる可能性がある。 
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第２部：特定胚 
 
Ⅴ. 特定胚の種類とその性質 
 

○ この報告書では、何らかのヒトの要素を含む胚を「ヒト胚」として扱
っているが、ヒト受精胚以外の「ヒト胚」は、クローン技術規制法上
「特定胚」として位置付けられている（同法4 条 1 項）。 

 
○ 同法のうち、「人クローン胚」「ヒト動物交雑胚」「ヒト性融合胚」
「ヒト性集合胚」を人または動物の胎内に移植することは、３年以下の
懲役もしくは１千万円以下の罰金、または両者の併科という重い法定刑
によって処罰されている（3 条・16 条）。 

  特定胚の作成、譲渡、輸入は文部科学大臣への届け出が義務づけられ
ている（6 条）ほか、その取扱いについては文部科学大臣が総合科学技術
会議の意見を聞いて定める「指針」に従わなければならない（4 条・5
条）。文部科学大臣が、特定胚の取扱いが指針に適合していないと認め
るときには、それを是正するよう命令する（7 条 1 項・12 条）。届出義
務違反、命令違反には、１年以下の懲役または百万円以下の罰金が科さ
れている（17 条）。「特定胚の取扱いに関する指針」（平成 13 年文部科
学省告示 173 号）がこの指針であり、それは、当分の間、特定胚の胎内
への移植を禁止しているから（同指針 9 条）、その違反は特定胚の使用
計画虚偽申請罪（17 条 1 号・2 号）として、その計画の変更命令に従わ
なかったときには命令違反罪（同条 3 号・4 号）として、それぞれ処罰さ
れることになる。 

 
○ 同法に言うところの「特定胚」の種類と性質は、以下の通りであるが、
「特定胚の取扱いに関する指針」指針 2 条 1 項は、作成することのでき
る特定胚を、当分の間、動物性集合胚のみとしている。 

 
＜ヒト胚分割胚＞ 
○ クローン技術規制法２条１項８号は、「ヒト胚分割胚」を「ヒト受精
胚又はヒト胚核移植胚が人の胎外において分割されることにより生ずる
胚」と定義している。ヒト胚を人の体外で分割して作成される胚であり、
核と細胞質の全てがヒトの要素から構成されていて、一つのヒト受精胚
から作成されたヒト胚分割胚はすべて同一の遺伝的性質を有する、いわ
ゆる「受精卵クローン」である。なお、人クローン胚は「受精胚」では
ないから、体外で分割されても「ヒト分割胚」ではなく、「人クローン
胚」である（同条項 10 号）。 

 
 ○ 「ヒト胚分割胚」は、ヒトに成長する可能性を持ち、一つの胚から作

成された複数の胚は、相互に同一の遺伝形質を有することになる。いわ
ば、人為的に一卵性双生児を作ることになる。 

 
＜ヒト胚核移植胚＞ 
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○ クローン技術規制法2 条 1 項 9 号によると、「ヒト胚核移植胚」は
「一の細胞であるヒト受精胚若しくはヒト胚分割胚又はヒト受精胚、ヒ
ト胚分割胚若しくはヒト集合胚の胚性細胞であって核を有するものがヒ
ト除核卵と融合することにより生ずる胚」である。要するに、ヒト胚の
胚性細胞とヒトの除核卵を融合させて作成される胚であり、胚の核と細
胞質の全てがヒトの要素から構成されている。「ヒト胚核移植胚」は、
ヒトに成長する可能性を持つ胚であるが、一つの胚の胚性細胞を核移植
して作成された複数の胚は、相互に同一の遺伝形質を有することとなる。 

 
＜人クローン胚＞ 
○ クローン技術規制法2 条 1 項 10 号に定義されている「人クローン胚」
は、「ヒトの体細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合するこ
とにより生ずる胚（当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずる
それぞれの胚を含む。）」である。「除核卵」には、未受精卵だけでな
く受精卵の除核卵も含まれるから、以下の胚がこれに該当することにな
る。 
・除核されたヒトの未受精卵と核を有するヒトの体細胞を融合させる
ことにより生じる胚 

・除核されたヒト受精胚又はヒト胚分割胚（一の細胞であるもの）と
核を有するヒトの体細胞を融合させることにより生じる胚 

・これらの胚の分割によって作成される胚 
 

○ 動物の除核卵にヒトの体細胞を融合させることによって生じた胚も、
体細胞提供者のクローン個体となりうるが、クローン技術規制法は、後
述のように、これを「ヒト性融合胚」（同条項14 号）と名付け、人クロ
ーン胚と同じく、それを人・動物の胎内に移植する行為を処罰している。 

 
＜ヒト集合胚＞ 
○ クローン技術規制法2 条 1 項 12 号の「ヒト集合胚」は、細胞核と細胞
質の全てがヒトの要素のみから構成されている集合胚であり、以下の胚
がこれに該当する。 
・複数のヒト胚（ヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚又は人
クローン胚）が集合して一体となった胚。 

・ヒト胚（ヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚又は人クロー
ン胚）とヒトの体細胞又はヒトの胚性細胞（ヒト受精胚、ヒト胚分割
胚、ヒト胚核移植胚若しくは人クローン胚の胚性細胞）を集合させた
胚。 

 
○ 「ヒト集合胚」は、複数の系統のヒトの遺伝形質を有しており、人と
人とのキメラ個体に成長する可能性があるが、人と動物のキメラ個体に
なりうる後述の「ヒト性集合胚」とは異なり、それを人・動物の胎内に
移植する行為が直接処罰されているのではない。 

 
＜ヒト動物交雑胚＞ 
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○ クローン技術規制法2 条 1 項 13 号に定義されている「ヒト動物交雑
胚」は、ヒト生殖細胞と動物の生殖細胞を受精させて作成する胚又はこ
れをヒト又は動物の除核卵と融合させることにより生ずる胚である。 

 
○ 「ヒト動物交雑胚」は、ヒトと動物の雑種個体に成長する可能性は否
定できないが、恐らく発生できないと考えられる。その着床行為は、ク
ローン技術規制法により直接処罰されている。 

 
＜ヒト性融合胚＞ 
○ クローン技術規制法2 条 1 項 14 号に定義されている「ヒト性融合胚」
は、ヒト由来の核と動物由来の細胞質を有し、かつ胚の全ての細胞の遺
伝子構成が同一である胚、及びそのような胚又はそのような胚の胚性細
胞をヒトの除核卵と融合させることにより生じる胚である。 

 
○ 「ヒト性融合胚」は、ヒトの遺伝形質を持ちながら動物の細胞質を有
する個体に成長する可能性を持つが、核の由来が人の体細胞であるとき
には、その人のクローンということになる。従って、その着床行為は、
クローン技術規制法により処罰の対象とされている。 

 
＜ヒト性集合胚＞ 
○ クローン技術規制法2 条 1 項 15 号に定義されている「ヒト性集合胚」
は、ヒト胚に加えて動物の構成要素を含む集合胚であり、以下の胚がこ
れに該当する。 
・全ての要素がヒトに由来する胚（ヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト
胚核移植胚、人クローン胚又はヒト集合胚）と何らかの動物に由来す
る要素を持つ胚、胚性細胞、又は体細胞による集合胚 

・ヒト性融合胚を含む集合胚 
・これらの胚の胚性細胞をヒト又は動物の除核卵と融合させた胚 

 
○ 「ヒト性集合胚」は、ヒトの遺伝形質を有する細胞と動物の遺伝形質
を有する細胞を併せ持つ個体や、複数系統のヒトの遺伝形質を持ちなが
ら動物の細胞質を有するキメラ個体に成長する可能性がある。従って、
その着床行為はクローン技術規制法により禁止・処罰されている。 

 
○ また、ヒト性集合胚の胚性細胞をヒト除核卵又は動物除核卵と融合す

ることにより生じる胚もまたヒト性集合胚とされることから、以下の胚
がヒト性集合胚とされることがある。 
・核及び細胞質ともにヒト由来である胚（事実上、ヒト胚核移植胚、人
クローン胚と同質）。 

・核がヒト由来で細胞質が動物由来である胚（事実上、ヒト性融合胚と
同質）。 

・核が動物由来で細胞質がヒト由来である胚（事実上、動物性融合胚と
同質）。 

・核及び細胞質ともに動物由来である胚（事実上、動物の核移植胚と同
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質）。 
  
 ＜動物性融合胚＞ 

○ クローン技術規制法2 条 1 項 19 号に定義されている「動物性融合胚」
は、動物由来の核とヒト由来の細胞質を有し、かつ胚の全ての細胞の遺
伝子構成が同一である胚、及びそのような胚又はそのような胚の胚性細
胞を動物の除核卵と融合させることにより生じる胚である。 

 
○ 「動物性融合胚」は、動物の遺伝形質を持ちながらヒトの細胞質を有

する個体に成長する可能性を持つ胚、又は動物の遺伝形質を持ちながら、
何らかのヒト由来の要素を有する個体に成長する可能性を持つ。 

  
＜動物性集合胚＞ 
○ クローン技術規制法2 条 1 項 20 号に定義されている「動物性集合胚」
は、動物の細胞核を有する胚により構成されながらもヒト胚そのもの以
外の形でヒトの構成要素を含む集合胚等であり、以下の胚がこれに該当
する。 
・複数の動物性融合胚が集合して一体となった胚 
・動物性融合胚と動物胚、ヒト若しくは動物の体細胞、又はヒト若し
くは動物の胚性細胞による集合胚 

・動物胚とヒトの体細胞、ヒト胚（ヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト
胚核移植胚、人クローン胚、ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融
合胚、ヒト性集合胚）の胚性細胞、又は動物性融合胚の胚性細胞によ
る集合胚 

・これらの胚の胚性細胞をヒト又は動物の除核卵と融合させた胚 
 
○ 「動物性集合胚」は、動物の遺伝形質を有する細胞とヒトの遺伝形質
を有する細胞を併せ持つ個体や、複数系統の動物の遺伝形質を持ちなが
らヒトの細胞質を有する個体に成長する可能性に成長する可能性があり、
これは一種の動物と人のキメラ個体であるが、動物の遺伝的形質を有す
る細胞が殆どのものである。 

 
○ 「特定胚の取扱いに関する指針」に基づき、「動物性集合胚」の作成
に当たっては、ヒト受精胚又はヒトの未受精卵を用いてはならないもの
とされている。 

 
 
Ⅵ. 特定胚の作成・利用に関する科学的必要性 
 
○ 既に述べたように、クローン技術規制法は、人クローン胚、ヒト性融

合胚、ヒト性集合胚、ヒト動物交雑胚の人乃至動物の胎内への移植を禁
止・処罰し、「特定胚の取扱いに関する指針」（特定胚指針）によって、
「動物の胚又は細胞のみを用いた研究その他の特定胚を用いない研究に
よっては得ることができない科学的知見が得られること」等の要件に適
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合する場合に限り、行うことができるとされているが（指針 1 条）、
「特定胚のうち作成することができる胚の種類は、当分の間、動物性集
合胚とし、その作成の目的はヒトに移植することが可能なヒトの細胞に
由来する臓器の作成に関する研究に限るものとする」（指針 2 条）とさ
れている。 

 
 
○ 「特定胚の取扱いに関する指針」の策定時に、各特定胚に関して総合

科学技術会議の行った答申と、これを踏まえた今回の検討は以下の通り
である。 

 
１．作成・利用の是非に関する判断が留保されている特定胚 
 

○ 人クローン胚、ヒト性融合胚及びヒト胚核移植胚については、新たに
ヒト胚を作成することに当たるため、ヒト受精胚の取扱いに関する議論
を待って判断するべきであるとされている。 

 
＜人クローン胚＞ 
○ 免疫拒絶反応のない細胞治療に関する研究等、特に有用性が高いが、
クローン技術規制法が禁止し、防止しようとする人クローン個体作りに
用いられるおそれがある。 

 
＜ヒト性融合胚＞ 
○ 初期化の研究や免疫拒絶反応のない細胞治療に関する研究等、有用性

はあると考えられるが、実質的には人クローン胚であり、それと同じ問
題がある。 

 
○ 今回の検討においても、この二つの胚は研究等について有用であると

いう指摘が、再度なされた。 
 
＜ヒト胚核移植胚＞ 
○ ミトコンドリア病等の予防･治療などに対する医学的な有用性はあると
考えられるが、代替手段も考えられるとともに、有性生殖による一卵性
多児の人工的産生につながる可能性がある。 

 
○ 当検討においても、疾病の治療・予防面で上述と同様に有用であると
考えられる旨の指摘があった。 

 
２．当面作成・利用を認めるべきではないとされた特定胚 

 
＜ヒト動物交雑胚及びヒト性集合胚＞ 
○ 法律で禁止している交雑個体作りに用いられるおそれがある上に、研

究の有用性が当面想定されていないことから、当面はそれらの作成・利
用を認めるべきではない。 
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＜ヒト胚分割胚＞ 
○ 不妊治療研究等、研究の可能性は考えられるが、有性生殖による一卵
性多児の人工的産生につながる可能性がある上に、基礎研究としても疑
問があるとされ、当面その作成・利用を認めるべきではない。 

 
○ しかし、今回の検討においては、十分な数の健全な受精卵を確保でき
ない場合には、この技術を用いることは生殖補助医療では有用性がある
との指摘がなされた。 

 
＜ヒト集合胚＞ 
○ 初期胚段階での細胞治療の研究などに用いられる可能性はあるが、そ
の有用性が低いことから、当面はその作成・利用を認めるべきではない。 

 
＜動物性融合胚＞ 
○ 研究の有用性が当面想定されていないことから、当面はその作成・利
用を認めるべきではない。 

 
３．作成が認められている特定胚 
 

＜動物性集合胚＞ 
○ 動物体内での移植用臓器の作成研究等の有用性が認められるとともに､
基本的に動物であることから、個別審査を前提に研究のためにこれを作
成し使用することを認めてよいとされた。なお、動物性集合胚の作成等
に当たっては、クローン技術規制法の規定に基づき、届出が必要とされ
ているが、現時点までに同法に基づき実施されているものはない。 

 
○ 他方、そうして作成された胚を胎内へ移植することについては現在は
「特定胚の取扱いに関する指針」によって禁止している。今回の検討に
おいては、移植用臓器を実際に作成するには、動物性集合胚の胎内への
移植が必要であり、また、ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）研究におい
てヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の分化を確認する方法として、マウ
スの胚にヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）を集合させて動物性集合胚と
し、これをマウスの胎内に移植して成長させることも考えられる等、動
物性集合胚の胎内への移植の有用性が十分に認められる場合もあるとの
指摘がなされた。 

 
 
Ⅶ. 特定胚の作成・利用に関する倫理的考察と判断 
 
１．特定胚の倫理的位置付けに関する考え方 

 
＜人クローン胚＞ 
○ 人クローン胚は、特定胚のうち、ヒトの要素のみから構成されている
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胚であるが、ここからＥＳ細胞を樹立して再生医療の実現に向けた研究
を行う有用性が大きいとの指摘がなされている。 

 
○ 人クローン胚の倫理的性格に関して、これをヒト受精胚との比較にお
いてどのように位置付けるべきか、この点について概ね３つの意見が見
られる。 

 
a.「ヒト受精胚と同じ」とする考え方 
 
○ ヒト受精胚は、これを母胎に移植すれば人になり得るという点からそ
の位置付けが考えられるのであるとすれば、人クローン胚も人の要素の
みから構成される胚で、母胎に移植すれば人になり得る点でヒト受精胚
と区別できない。したがって、倫理的位置付けも同じであるとする考え
方である。 

 
○ この見解に立つ者は、クローン技術規制法が人クローン胚の母胎への
移植を禁止し、クローン個体の発生を阻んでいるという法律的な可能性
の問題と、生命の誕生の可能性の問題とを混同すべきではないとする。
すなわち、そのような混同は、人クローン胚の母胎への移植を禁止する
法律がある国とない国で人クローン胚の倫理的位置付けが異なるといっ
た不合理を生ずるとし、人クローン胚から人の生命の誕生は想定されな
いことを理由として、人クローン胚はヒト受精胚と異なるとすることは
できないとするのである。 

 
○ また、人クローン胚は母胎に移植したとしても出生に至る可能性がヒ
ト受精胚よりもはるかに低いと考えられていることについては、出生に
至る可能性の低さは、医療技術の進歩により変化し得るものであること
から、それによって胚の倫理的地位が変動するとは考え難いとする。 

 
b.「ヒト受精胚に準ずる」とする考え方 
 
○ 人クローン胚は、核移植という自然界に存在しない人為的なプロセス
によって作成された胚であることから、受精という自然なプロセスを経
て形成されたヒト受精胚と同じとは考えられないとする。その上で、人
クローン胚もヒト受精胚と同様に、母胎に移植すれば人になり得ること、
人クローン胚がヒトの要素のみからから構成される胚であることから、
人クローン胚はヒト受精胚に準じた位置付けを与えられるべきとする考
え方である。 

 
○ かかる考え方に立つ場合、人クローン胚とヒト受精胚の生物学的相違
から、人クローン胚の倫理的位置付けがヒト受精胚に準じたものである
としても全く同一ではないと考えることも可能である。しかし、人クロ
ーン胚は人になり得る存在であることやヒトの要素のみから構成される
胚であることを重視すれば、全く同一ではないにせよ作成・利用のあり
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方に、ヒト受精胚のそれと差異をもたらす程のものではないと考えるこ
ともできる。 

 
c.「ヒト受精胚と同じではない」とする考え方 

 
○ 人クローン胚は、ヒト受精胚とは同じではないとみなし、ヒト受精胚

とは異なった倫理的位置付けを与えられるべきとする考え方である。 
この見解の根拠は、人クローン胚は核移植という自然界に存在しない

人為的なプロセスによって作成される点で、受精という自然なプロセス
を経て作成されるヒト受精胚と性質が異なること、また、クローン技術
規制法上、人クローン胚の子宮への移植が禁止されており、したがって
一般には生命の誕生を想定し得ないこと、さらに、現在の技術水準では、
一般にクローン胚が出生に至る可能性が受精胚よりはるかに低いと考え
られることなどを挙げる。 

 
○ こうした考え方に立つ場合、人クローン胚は、倫理的位置付けにおい
てヒト受精胚に劣位し、その取扱いも人間の尊厳を侵害するものではな
いと考えることができる。 

 
d.総合科学技術会議（生命倫理専門調査会）としての考え方 
 
○ 検討に参加した委員の見解は大別すれば、人クローン胚の倫理的性格
について、その作成・利用の倫理的問題についてはヒト受精胚との差異
を認めない見解、ヒト受精胚に準じた位置付けを与えられるべきとする
とする見解、ヒト受精胚とは異なった倫理的位置づけを与えられるべき
とする見解の３つの立場に分かれた。 

  
○ 人クローン胚について、ヒト受精胚と同等の地位付けを認める見解は

検討に参加した委員の多数を占めていないが、人クローン胚に「ヒト受
精胚に準じた地位」を与えるべきとの見解を有する委員の大勢は、人ク
ローン胚の取扱いについて、ヒト受精胚との具体的な差異をもたらすま
での倫理的地位の相違を認めないものであったことから、結局のところ、
委員の大勢は人クローン胚の作成・利用について、ヒト受精胚とほぼ同
等の保護を求めるものであった。 

 
 ＜ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、ヒト集合胚＞ 
○ ヒト胚分割胚及びヒト集合胚は、ヒト受精胚から構成される胚であり、

受精にその起源があるのに対し、ヒト胚核移植胚は、核移植という自然
界に存在しない人為的なプロセスに起源があるという点で相違がある。 
しかし、これらの胚は何れも、ヒトの要素のみから構成される特定胚

であるとともに、これらの胚を母胎に移植すれば人になる可能性のある
存在である。 
したがって、これらの胚については、上の＜人クローン胚＞の場合と

類似した議論が考えられる。 
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＜ヒト性融合胚＞ 
○ ヒト性融合胚は、核移植という自然界に存在しない人為的なプロセス

により作られるという点で、受精にその起源がある胚との間に相違があ
る。しかし、その細胞質が動物由来であるとしても、その核はヒト由来
のものであり、主たる遺伝子構成はヒトと同一である。また、ヒト性融
合胚の胚性細胞をヒト除核卵と融合することにより生じるヒト性融合胚
は、ヒト由来の核及び細胞質から構成される胚となることから、事実上
ヒト胚核移植胚と同質の胚になると言える。これらのことから、何れも
母胎に移植すれば、人になり得る胚であると考えられる。 
したがって、ヒト性融合胚についても、上の＜人クローン胚＞の場合

と類似した議論が考えられる。 
 
＜ヒト性集合胚、ヒト動物交雑胚＞ 

 ○ ヒト性集合胚及びヒト動物交雑胚は、ヒトと動物のキメラ胚・交雑胚
である。キメラ個体、交雑個体が、その具体的な生物学的形質において
「人」であるかについては問題が生じ得る。キメラ胚・交雑胚が「人の
生命の萌芽」であるかは、そこから誕生が予測し得る個体の性質による
ことになると考えられる。 

  
 ＜動物性集合胚、動物性融合胚＞ 
 ○ 動物性集合胚及び動物性融合胚は、基本的には動物の胚であり、原則

として、これらの胚は「人の生命の萌芽」ではないと考えられる。 
 
 ○ ただし、動物性集合胚の胚性細胞をヒト除核卵又は動物除核卵と融合

することにより生じた動物性集合胚は、事実上、ヒト胚核移植胚、人ク
ローン胚、ヒト性融合胚、動物性融合胚又は動物の核移植胚と同質な胚
となり得るため、こうした場合には、これらの胚の実質的な性格を踏ま
えた個別の位置付けが与えられるべきであり、「特定胚の取扱いに関す
る指針」では、その作成に当たって、ヒト受精胚及びヒト未受精卵を用
いてはならないとされている。 

 
２．特定胚の作成・利用について 

 
a.人クローン胚の作成・利用 

 
○ 人クローン胚とヒト受精胚との間に取扱いに具体的な差異をもたらす

までの倫理的な差異が認められないとする以上、その作成・利用につい
て倫理上の検討を行うに当たっても、ヒト受精胚のそれとほぼ同じ原理
に従って考えられなくてはならない。 
すなわち、クローン胚の作成・利用は人間の尊厳の理念に照らし原則

として許されないが、これをもちいた研究によりもたらされる医学・医
療を通じた人間の健康・福祉への恩恵が極めて大きなものであり、かつ、
人クローン胚を用いなければならない必要性が認められる場合には、そ



 

- 33 - 

れは人間の尊厳の理念を損なうとは言えず、例外的にそうした胚の取り
扱いが認められる余地があることになる。 

   
 ○ そうすると、特に、人クローン胚を利用した医学研究の価値が問題と

なる。人クローン胚は、難病の原因解明の手段としても有望であるとと
もに、人クローン胚から作成した胚性幹細胞（自己ＥＳ細胞）を利用し
て再生医療の実現を目指す研究が注目されている。 

 
○ ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）を用いる再生医療については、免疫

拒絶の問題が指摘されている。自己以外からの細胞を移植した場合には、
人体の免疫システムにより、移植された細胞が攻撃を受ける。ヒト胚性
幹細胞（ヒトＥＳ細胞）を用いて再生医療を行う場合には、この免疫シ
ステムが障害となるが、このような人体の仕組みは、細菌やウイルスな
どから人体を防御する仕組みと同じであり、感染症などから体を守る仕
組みとして健康を維持するために必要な働きである。免疫システムを抑
制すれば、再生医療における細胞移植がより容易になるものの、同時に
感染症等を生じる危険性があるのである。 

 
○ しかし、細胞移植を受ける人と同じ遺伝情報をもつ人クローン胚を作
成し、これより樹立した胚性幹細胞（自己ＥＳ細胞）を用いて細胞治療
を行えば、移植された細胞が免疫拒絶を受ける可能性が極めて低いと考
えられている。このため、人クローン胚から樹立された胚性幹細胞（自
己ＥＳ細胞）を用いることにより、より理想に近い難病治療の実現を目
指すことが想定されているのである。 

 
○ そこで、人クローン胚を用いる研究の価値を考える上で、特に再生医
療の価値をどのように評価するのか、またそのために人のクローン胚を
利用して研究を行う必要性があるのかどうかが問題となる。この点に関
しては、以下のように大きく二つの見解があった。 

 
○ 第１の見解は、人クローン胚の作成・利用を現時点で行うことに反対

するもので、再生医療へのクローン胚の応用についてはいまだ安全性も
含め未知の部分が多く、そうした状況にあっては人クローン胚を用いた
研究の価値は大きいとは言えず、認められるべきではないとする考え方
である。 
そしてこの見解に立つ者は、さらにマウス等動物の受精胚やヒト受精

胚から作成された胚性幹細胞（ＥＳ細胞）を用いた再生医療の研究を進
め、それにより一定の知見が得られた時点で初めて「人の生命の萌芽」
たる人クローン胚を用いた研究が許されなければならないとする。 

 
○ これに対して第２の見解は、人クローン胚に由来する組織・細胞は拒

絶反応を起こさない理想的なものであり、再生医療においてはその恩恵
は計り知れないものであるので、その作成・利用が認められるべきとす
る。人クローン胚の利用については未知の事柄が多いとしても、それこ
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そ解明が待たれるものであり、研究の必要性を否定する根拠とすべきで
はないとするのである。 
この見解に立つ者は、ヒトの研究と動物の研究では本質的に異なる面

が多いから動物のクローン胚を用いた実験だけでは十分でないとする。
また、人の受精胚ではなくクローン胚を用いなければならない必要性に
関しては、受精胚とクローン胚の間に生物学的には多くの違いが認めら
れるのであり、そもそも、ヒト受精胚から作られるヒト胚性幹細胞（ヒ
トＥＳ細胞）を通じて医療への応用を目指すことを是認するのであるな
らば、人クローン胚を用いた研究を行う必要があるとする。そして、こ
れまでの研究の状況に鑑み、現在は人のクローン胚を用いた実験を認め
るべき段階にあると主張する。 

    このような見解は、人クローン胚を用いる研究を行う場合、人クローン
胚を用いるべき必要性、有用性に関するある程度の証拠が、予め動物実
験やヒト受精胚の研究によって得られていることは必要であるとしなが
らも、それらですべてを尽くしてからクローン胚の研究に移行すること
は妥当でないとする。  

 
○ 検討に参加した委員は、概ねこうした２つの立場を巡り議論を進めて

きたが、人クローン胚の作成・利用を現時点において容認すべきではな
く、「モラトリアム」期間を置くべきとする見解と、現時点で容認する
べきであるとする見解が拮抗する状況となっている。また、一部には、
人クローン胚の作成・利用は一切容認すべきではないとする見解を取る
委員もいる。 

 
○ 「モラトリアム」期間を置くべきとする見解を取る委員の大勢は、人

クローン胚を用いた再生医療の研究の価値は非常に大きいと認めつつも、
およそ人になり得る胚を用いた研究には常に慎重な姿勢で臨むべきであ
るとするものであり、人クローン胚の作成・利用についての国民的理解
を得るための国民対話を行うこととし、その間はモラトリアムとすべき
とするものであった。一部には、まずはヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細
胞）を用いた研究に力を尽くすべきで、現状ではクローン胚を用いるべ
き必要性があるとは認められないとする見解もあった。 
「モラトリアム」の解除については、国民的理解を得るための一定期

間の国民対話等の活動とともに、人クローン胚から作成された胚性幹細
胞（自己ＥＳ細胞）を用いた再生医療について、ヒト胚性幹細胞（ヒト
ＥＳ細胞）や動物のクローン胚における科学的知見が相当程度蓄積され
た時点において、その必要性を確認すべきであるとする委員が多かった。 

 
○ 人クローン胚を現時点で容認すべきとする見解を取る委員の大勢は、拒

絶反応を起こさない再生医療のもたらす恩恵は極めて大きくその実現が待
たれており、そのためには多くの未解明の事実を明らかにする必要がある
ことから研究の価値は非常に大きいとみるものである。また、動物での知
見がそのまま人に当てはまらない以上、ヒト胚で研究を行う必要性がある
とし、さらにその場合、受精胚ではなくクローン胚を用いる必要性につい
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ては、そもそもクローン胚の性格は倫理的側面は別として、生物学的には、
受精胚のそれと大きく異なることが判ってきているから、現実の医療への
応用がクローン胚によってなされるものである以上、やはり人クローン胚
からの胚性幹細胞（自己ＥＳ細胞）による研究が必須なのであるとする。
そして、ヒト受精胚に由来するヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）から既に
神経、心筋、肝細胞その他を作成した事例が数多く報告され、他方動物に
おいてもクローン胚から胚性幹細胞（自己ＥＳ細胞）を作成しこれを成体
に移植した場合組織に分化する能力があることが複数確認されてきている
ことを指摘し、これらは人クローン胚からの胚性幹細胞（自己ＥＳ細胞）
の医療への応用の実現可能性を強く支持する知見であると評価する。こう
したことから、人クローン胚を用いる必要性は既に認められる段階にある
と考え、基本的に人クローン胚の作成・利用は認められるべきであるとす
る。 

 
○ 人クローン胚の作成・利用を認める場合には、その研究について、適正

な基準に基づく管理が必要であり、十分な社会的信頼の下でそうした管理
を行う公的審査機関の設置等の関係する制度の整備がなされて初めて実施
を認められるべきであろう。 

  他方、人クローン胚がクローン人間を生み出すために用いられることの
ないよう制度を整備しておく必要があるのではないかとの点については、
我が国では既にクローン技術規制法が施行され、人クローン胚を母胎内へ
移植する行為に対して刑事罰をもって厳しく禁止されているとともに、同
法に基づき、人クローン胚の作成について、届出制による実態把握と「特
定胚の取扱いに関する指針」に反する行為に対する強制力を伴う措置によ
る枠組が整備されており、かかる枠組はクローン人間を産み出すことを防
止する上で不十分なものとは考えられず、新たに別途の制度を整備するま
での必要性は考え難い。 

 
ｂ．人クローン胚以外の特定胚の作成・利用 
 
(ｲ) ヒト受精胚と倫理的にほぼ同等と考えられる特定胚（ヒト胚分割胚、ヒ

ト胚核移植胚、ヒト集合胚、ヒト性融合胚） 
 
○ これらの胚が受精胚とその作成・利用に当たって倫理的に差異が認め

られないものであるとすれば、それらの胚の作成・利用について倫理上
の検討を行うに当たってはヒト受精胚と同じ基準で考えられなくてはな
らない。 

 
○ したがって、これらの胚の作成・利用は人間の尊厳の理念に照らし原

則として許されないが、医学研究や医療への応用の価値が受精胚の価値
と比較してはるかに凌駕する場合で、かつヒト胚を用いねばならない必
要性が認められる場合には人間の尊厳の理念を損なうとは言えず、例外
的にそうした胚の取り扱いも認められ得ることになる。 
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○ この点、上に述べたように、ヒト胚分割胚については、生殖補助医療

上十分な数の健全な受精卵を確保できない場合に有用であると考えられ
る。また、ヒト胚核移植胚については、ミトコンドリア異常症の治療に
用いられる可能性があることが指摘されている。 
他方、これらの胚の母胎への移植については、生まれた子供の安全性

の問題等も検討されなければならない。 
また、ヒト性融合胚については、初期化の研究、当該胚からＥＳ細胞

を樹立して行なう再生医療の実現に向けた研究等の点でその有用性が指
摘されている。 

 
○ このため、これらの胚の作成・利用は、現時点では認められないもの

の、将来的には「特定胚の取扱いに関する指針」の策定時の総合科学技
術会議の答申に加えて、更なる検討を進めていく余地がある。 

 
(ﾛ) 「人の生命の萌芽」ではないと考えられる特定胚（ヒト性集合胚、ヒト
動物交雑胚、動物性集合胚、動物性融合胚） 

 
＜ヒト性集合胚、ヒト動物交雑胚＞ 
○ これらの胚は原則として「人の生命の萌芽」ではないから、ヒト受精

胚と同等に扱う必要はないと考えられる。 
 
○ ただし、ヒト性集合胚の胚性細胞をヒト除核卵又は動物除核卵と融合

することにより作成されるヒト性集合胚については、その実質的な性格
は様々であり、取扱いに際してヒト受精胚との間で倫理的に差異が認め
られない胚の場合もあり得る。 

 
○ また、ヒト性集合胚は、ヒト受精胚そのものやヒト受精胚との倫理的

に差異を認め難い胚を用いなければ生み出せない胚であり、つまりはそ
うした胚を毀損又は滅失させることにより作成される胚であるという課
題をも含んでいる。 

 
○ したがって、これらの胚の作成・利用については、今後更に検討を進

めるには、「特定胚の取扱いに関する指針」の策定時の総合科学技術会
議の答申に加えてこうした諸点を踏まえる必要がある。 

 
＜動物性集合胚、動物性融合胚＞ 
○ 動物性集合胚及び動物性融合胚は、基本的には動物の胚であることか

ら、原則として「人の生命の萌芽」ではないと考えられ、これらの胚の
作成・利用や胎内への移植についての検討に際しては、この点を踏まえ
る必要がある。 
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○ ただし、動物性集合胚の胚性細胞をヒト除核卵又は動物除核卵と融合
することにより生じた動物性集合胚については、その実質的な性格は様
々であり、取扱いに際してヒト受精胚との間で倫理的に差異が認められ
ない胚の場合もあり得る。 

 
○ また、特に動物性集合胚の動物の胎内への移植については、既に述べ

たように動物体内での移植用の臓器作成の研究やヒト胚性幹細胞（ヒト
ＥＳ細胞）の分化の研究等において有用性が認められる旨の指摘がある
一方で、ヒト由来の組織を持つ生物の発生のおそれを生ぜしめることを
踏まえ、また、その必要性を十分に勘案し、「人の生命の萌芽」などに
は当たらない胚に限定することを前提とした上で、その是非の検討が求
められる。 

  
○ したがって、これらの胚の作成・利用については、将来的には、研究

の進捗状況を踏まえつつ、「特定胚の取扱いに関する指針」の策定時の
総合科学技術会議の答申に加えて、上の諸点を踏まえた更なる検討を行
う余地がある。 
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第３部：制度的枠組み 
 
Ⅷ．胚の取扱いの制度的枠組み  
 
１．基本的考え方 

 
○ ヒト受精胚は、「人の尊厳」を堅持していくためにも「人の生命の萌

芽」として尊重されねばならない。また、人クローン胚についても、胎
内に移植すれば人になり得る存在であることなどから、ヒト受精胚とほ
ぼ同等の倫理的配慮を求める見解が大勢であった。政府は、このような、
ヒト受精胚等の倫理的位置付けと取扱いのあり方を何らかの制度として
明確に示すべきである。 

 
○ ヒト受精胚等の作成・利用が認められるとしても、限定的な範囲にお

いてであるとするのが本報告書の検討に参加した委員の意見の大勢であ
る。特に、ヒト受精胚等の研究目的の作成・利用については、その利用
がそうした限定的な範囲内で行われるよう、個別の研究について審査す
る制度が必要であるとし、そのための公的審査機関を設けるのが妥当で
あるとしている。 

 
○ これに対し、現在の関係する制度の状況を見れば、ヒト受精胚の作成

・利用については、ヒト受精胚からのヒトＥＳ細胞の樹立に関するガイ
ドラインとしての指針が存在するものの、国としてその他の取扱いを定
める法令や指針はなく、産科婦人科学会が会告により、学会員による取
扱いを規律しているのみである。他方、人クローン胚等の特定胚の作成
・利用については、クローン技術規制法に基づいて定められた特定胚指
針がその取扱いを規制しており、同指針により強制力を伴う規制が行わ
れている。 

 
○ このため、そのような審査も含めたヒト受精胚等の取扱いに関する制

度の形態や、そうした公的審査機関のあり方について、考え方を示し、
これを踏まえて国内のヒト受精胚等の取扱いに関する枠組みをさらに整
備する必要がある。 

 
２．考えられる制度の形態 
 
○ ヒト受精胚等に関する制度の形態としては、大きく分ければ、法令に

基づく規制、国のガイドライン、学会等のガイドラインによる自主規制
の３つの形態が想定されることから、これらについて検討を行った。  

  
a．法令に基づく規制について 
 
○ 法令に基づく規制は、法律そのものによる規制の他に、法律の委任に

基づいて策定される政令、府省令、指針等も含む。クローン技術規制法
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に基づいて策定された「特定胚の取扱いに関する指針」はその一例であ
り、法令に基づく規制である。 

 
○ 法令に基づく規制は、罰則等により強制力を持つものとすることがで

きる点で実効性において優れたものである。また、規制として明確性の
ある制度であり、その手続きについても透明性が高いとされる。しかし、
本来自由に行われるべき研究活動について、強制力を伴う形で制約を設
けるには、かかる制約が必要不可欠であるとする合理的かつ具体的な根
拠が不可欠であるとともに、制約の程度も必要最小限度のものでなけれ
ばならない。 

 
 ○ 法令に基づく規制であっても、法律に基づく政令、府省令、指針等に

ついては、技術的な進展にある程度迅速かつ柔軟な対応が可能な枠組み
とすることができる。 

 
○ また、法律の制定又は改正を行うための国会審議における議論の過程

は、ルールに関する国民的コンセンサス形成に資するものである。必ず
しも強制力を伴う規制を整備する必要はないとする立場からも、このよ
うな観点から、ヒト受精胚等の尊重を理念として定める法令を整備する
ことを考えることもできる。 

 
b．国のガイドラインについて 
 
○ ここでは、既に述べたとおり、法律に基づいて策定され、その委任を

受けたガイドラインについては法令に基づく規制として位置付け、法令
上の根拠を有さないガイドラインのみを「国のガイドライン」とする。 

 
○ 国のガイドラインは、本来自由に行われるべき研究活動について、当

事者の自主性や倫理観を尊重するものであるとともに、今後、技術的な
進展に適時に対応してくことを容易にする柔軟な規制の形態である。
「ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する指針」はこの例である。 

 
○ 他方、国による公的な枠組みでありながら、強制力を伴わないもので

あることから、その実効性は原理的には法令に基づく規制に劣るととも
に、行政指導の一形態であることから、規制手続きの透明性を如何に保
つかが問題となる。ただし、これまでのところ、現在ガイドラインによ
る規制がなされているヒトＥＳ細胞を扱う研究の例を見る限り、重大な
ガイドライン違反が明らかになった事例はなく、透明性の点でも具体的
な不都合は確認されていない。 

 
c．学会等のガイドラインによる自主規制について 
 
○ 学会等のガイドラインによる自主規制は、そのコミュニティーに対象

が限られている点で、国内の全ての者に対する共通的制度としての機能
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は期待し難い。しかし、高度な専門知識を有する専門家の集団である学
会等における自律的な対応であることから、当事者の自主性や倫理観を
尊重しつつ、的確な問題認識の下での対処を期待し得るという側面もあ
る。 

 
○ こうした方法においては、一般には、学会等のコミュニティーの自治

機能の中で一定程度の拘束力を持って実施されることも期待し得るが、
現状では、学会等のコミュニティーに属する者に対しても、必ずしも十
分な拘束力を有しておらず、例えば「除名処分」のような処分を行って
も、必ずしも処分対象者に不利益をもたらさないことも考えられる。こ
のため、ガイドライン違反に対する学会等による制裁を強化し、そのガ
イドラインの実効性の強化を図ることも考えるべきである。 

 
d．検討の状況 
 
○ 以上のような各制度形態の特徴を踏まえつつ、ヒト受精胚等の作成・

利用の適正を確保するため制度として、どのような形式による規律がふ
さわしいか議論・検討してきたところ、現時点における委員の見解の大
勢は、当面はガイドラインによる規制をもって対応することを支持しつ
つ、将来的にはヒト受精胚等に関する法令の必要性に関する検討も視野
に入れて、国民的対話、国民的議論を進めることを求めるものである。 

 
 ○ 他方、国として、ヒト受精胚の「人の生命の萌芽」としての地位を明

らかにするために、法令による規制の整備に直ちに着手すべきとする見
解もあった。かかる見解は、強制力を伴う規制を求める立場のみならず、
ヒト受精胚等の尊重を理念として定める法令で足りるとする立場からも
採り得るものである。 

  
○ また、学会等の統制機能を強化し、例えば弁護士会の様に、学会等か

らガイドライン違反を理由に除名された場合等において、その分野での
活動が制限されるような枠組みを整備することにより学会等によるガイ
ドラインで対応すべきとする見解もあった。 

  
○ なお、現行の「特定胚の取扱いに関する指針」の趣旨についても議論

があり、クローン技術規制法がヒト胚の保護を目的として制定された法
律ではないことから、人クローン胚のヒト胚としての保護には今後、別
途の枠組みの整備を要するとする意見と、現時点ではヒト胚の保護もク
ローン技術規制法の目的に含まれるものとして考える余地があるとする
意見があった。 

  
３．公的審査機関 

 
○ 既にのべたとおり、ヒト受精胚等の作成・利用を通じた研究について

は、社会の十分な信頼の下で適正な基準に基づく管理を行う公的機関の
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設置が必要であるとする見解が委員の大勢である。 
 
○ 多くの委員は、この公的機関が、十分な社会的信頼の下でその機能を

果たすには、徹底した情報開示等による透明性、積極的な情報発信、十
分な専門知識を有し、利害関係のない委員による審査が必要であるとし
た。また、法令に基づく規制が整備されることを前提に、調査権限、研
究の差し止め権限等、規制の実効性を確保するための権限の付与の必要
性を指摘する意見もあった。 

 
○ また、この公的機関の機能については、個別の研究の審査機能のみな

らず、例えばいかなる疾病についての研究を認めるか等、部分的な審査
基準の制定・変更機能も委任されるべきとする意見もあった。 
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Ⅸ．むすび 
 
  古来、希求されてきた生命とは何かの答えに向かって、人類は今、急

速にその歩みを速めている。文字通り、日進月歩である。人の形質が遺
伝されることはメンデル以来、科学的に探求され、今世紀には遺伝され
る情報が細胞内のどこにどのような記号で存在するのか、世界の英知の
協力によりほぼ 100 パーセント明らかになった。この成果は生命現象を
巡る全ての研究活動に活用されようとしている。人の生命現象に迫る研
究は、広範多岐にわたり、その成果が著しい。脳、神経、免疫といった
働きの基礎的な理解が進み、また、人の遺伝情報解明の成果の下に、わ
れわれは様々な病気の原因を突き止めてきたし、また、今後急速に突き
止められ、病気の診断、治療、予防に応用されていくであろう。 
 ヒト胚を巡っても、体内の損なわれた組織を、胚を利用して再生させ
ることを目指した研究が進んでおり、それが実現すれば人類は大きな福
利を手に入れることになる。現在の生命倫理の「倫理」としての難しさ
は、こうした生命科学の急激な進歩や展開に私たちの「倫理」が追いつ
いていない、というところにある。生命はいつ「人」になるのか、さら
には「だれ」という固有の存在になるのか、生死の基準ですら専門研究
者にも分からず、それに対して人々が自信を持って共有できる「倫理」
が無いところに問題の深さがある。だからこそ、生命倫理が人々の間で
定着するまでの間、さしあたり、「法」や「ガイドライン」といったル
ールの形式で明示するしかないのであろう。 
 今回の検討ではヒト胚を巡るこうした急激な変化に対応して、一貫し
た考え方を示そうと精一杯の努力をしたものであり、その際、受精胚だ
けでなくクローン胚等人の胚に共通する考え方を示すべく検討を行った。
けだし、倫理的考慮は各場面で区々の便宜的なものであってはならない
からである。そして、これを解く鍵は、刻々と新たな発見と前進を重ね
ている生命科学の意義と、社会を成り立たせている基本的な価値との関
係を問いかけることでもあった。生命科学や医学の価値、すなわちその
もたらす福利の大きさや実現する可能性を念頭に置きつつ、社会がこれ
まで築き上げてきた価値観に基づく一貫した判断、特に、人間の尊厳に
対する確固とした尊重を基盤にした判断をしなければならないのである。 
これまで２年以上の間、この問題について議論を重ねてきた結果、見

解の相違点等も明確になり、論点は整理されてきた。しかし、この問題
が我々の社会がいかなる倫理的基準を共有し得るかという問題でもある
ことから、これらの論点に関して国民の広範な意見を求めた上で、専門
調査会として意見の集約に努めることとした。したがって、この報告書
は現時点では中間的なものであり、主要な相違点については、複数の見
解を記載している。今後、寄せられたご意見を謙虚に受けとめた上で、
意見を集約し、最終的な報告書をまとめる予定である。 
なお、この検討の中で、生命科学の発展が今後、広範な市民生活に影

響を及ぼすことも考えられるとし、生命倫理に関して独立した検討組織
を設けることも含めて体制整備について検討していくことを求める議論
もあった。この点についても今後討議することが必要である。 
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黒川清議員意見 

 

１．「クローン人間」作成の試みは不可。 

２． 「ヒト受精胚」の使用は、生殖医療の「初期プロセス」に関する研究に限る。提供
者の十分な理解と、同意が必要。主任及び共同研究者についても、申請書、研究経
過計画書を提出し、審査の上、可否を承認する。年間報告書の提出と、「予想外の観
察」については随時に、早急に報告を提出と義務とする。研究の質と倫理性のモニタ
ーのために、研究所は共用として、全国で数ヶ所に限定的にすることも考慮する。 

３． 「人クローン胚」は難病研究上有用の可能性が在る。利用可能な「人クローン胚」
がきわめて限定的であることを考慮すると、まず３０クローン程度作成して、当面の研
究に提供出来るようにする必要がある。「人クローン胚」作成にあたる研究者も数ヶ所
程度に限定的にすべきであり、恒常的な報告、モニターを必要とする。この作成され
た「人クローン胚」の利用についても研究申請を審査の上で許可する（国内に限るか
どうかは一応は別途検討が必要）。研究については定期的報告と、「予想外の観察」
については随時の速やかな報告を義務とする。この「人クローン胚」の知的権利等に
ついても規定して置く必要がある。研究の進捗状況によって適宜の検討が必要であ
る。 

４． 上記２、３の審査等は、生命科学、医学者、科学者、倫理、社会科学等を含んだ
適切な委員から構成される委員会に委託する。 

５． その他の「ヒト胚分割胚」、「ヒト集合胚」、「ヒト胚核移植胚」、「ヒト性集合胚」等
の作成、使用は不可である。 
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位田隆一委員意見 
 

ヒト受精胚の研究目的での作成の可否および人クローン胚の作成の可否について
は、いまだ生命倫理専門調査会で十分に審議を尽くしたとは言えず、したがって、現
時点でそのいずれの種類の胚も作成を認めるのは時期尚早である。 
 
１．はじめに 

ヒト胚の取扱いについては、専門調査会が 2 年以上にわたり審議してきたのは事実
であり、そのかぎりで報告書はある程度の実質的な内容を含んでいる。しかし、現時
点での報告書採択については、それが中間報告であっても、内容上および手続き上
の問題を残している。なお、本意見以外に細部についての意見を留保する。 
 
２．内容の問題 
（１）今回のヒト胚の取り扱いに関する問題については、すでに平成 12 年 3 月に科学
技術会議生命倫理委員会が「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究に関する基本的
考え方」報告書（「ヒト胚報告書」という。）を採択している。同生命倫理委員会は本専
門調査会が設置されるまで、わが国の生命倫理に関する立場を示す機関であり、そ
の報告書はヒト胚の問題に関してわが国の公式な立場であった。ヒト胚報告書の提
言は以下の点を中核とする。 

①ヒト胚は「人の生命の萌芽」である。（この表現は、ヒト胚報告書がはじめて用い
た。本専門調査会の議論で生み出された表現ではない。） 

②医療の進展に極めて重要な成果を生み出す研究には、廃棄が決定した余剰胚
を、適切な規制枠組みの下でのみ、利用することが許される。 

③研究材料として使用するために、新たに受精によりヒト胚を作成しない。 
④ヒトクローン胚の研究は、他に代替手段のない場合に限られるが、その場合でも、

動物実験および余剰胚からのＥＳ細胞研究の実績が蓄積され、医療応用の可
能性が評価された後に、その是非を再検討する。 

専門調査会としては、同 報告書に示された考え方を基本的に継承するのか、変更
するのかをまず明らかにしなければならなかったはずである。今回の専門調査会の
報告書は、①と②を踏襲しながら、③と④については、一見両論併記の体裁をとりつ
つ、立場の変更を示唆している。国が以前の公式の立場を変更するには十分な議論
とそれに基づく理由の開示が必要である。この点は私を含めて複数の委員からの数
度に亘る指摘にもかかわらず、十分な議論はなされなかったし、また変更の合理的な
理由は示されなかった。これでは、ひとたび策定されたわが国の立場が理由もなく変
更されることになり、社会規範としての生命倫理の安定性とそれを策定する機関の信
頼性を失わせる。 
（２）私には、ヒト胚報告書の作成された時点と現在とでは、ヒト胚報告書の立場を変
更しなければならないほど、研究状況が変化しているとも、また動物実験やＥＳ細胞
研究の実績が十分になされたとも思えない。とくにＥＳ細胞については、たしかに多く
の研究成果が発表されているが、いまだ意図した方向への分化のコントロールさえ確
実とはみなされていず、また本当に再生医療に用いることができるかどうかも、確実
に証明されているとはいいがたい。したがって、ヒト胚の研究目的での作成の是非に
ついては、なお時間をかけて慎重に議論を深めるべきである。また人クローン胚につ
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いても、モラトリアムが妥当である。ヒトES 細胞研究が十分な成果を挙げ、臨床研究
に移行しうる状況となるまで、人クローン胚の作成及び使用を認めるべきでない。 
（３）クローン技術規制法附則は、法律の施行状況をも勘案することになっているが、
その点での審議を行っていず、またこれに関する資料や説明が示されたこともなかっ
た。また、同附則の見直し規定は、必ずしも 3 年後にこの法律を改正しなければなら
ないことを意味しない。改正は必要な場合のみ行われるべきである。しかし、本報告
書は、あたかも改正または指針の改定を必然の前提としているかのようである。 
（４）専門調査会の報告書は、国が生命倫理についての立場を公式に示すものであり、
その採択にあたっては一語一句の吟味が必要である。私は複数回にわたってそれを
求めたが、実現しなかった。したがって、報告書の全体の枠組みはまちがっていない
ものの、細部については委員として責任が持てない。 

たとえば、本報告書には、社会規範としての生命倫理と個々人および社会の持つ
倫理観としての生命倫理が混在しているほか、細部の文言や表現についても、論旨
が一貫していないところ、表現に濃淡の見られるところ、少数意見が適切に記載され
ていないところなどが点在し、規範としての生命倫理の策定の役割を果たすべき専門
調査会の報告書としては、妥当ではない。 
（５）本報告書は、ヒト胚および卵子の提供について、ほとんど議論していない。とくに
提供者となる女性の心情について、配慮していない。ヒト胚報告書がこの点を強調し
ていることに注意を促したい。この点はパブリックコメントの後、最終報告書作成まで
に審議を尽くすべきである。 

 
３．手続きの問題 
（１）今回の報告書作成および採択のプロセスは、国の生命倫理委員会として問題の
あらゆる側面に配慮して議論を尽くしたとはいいがたく、不十分である。クローン技術
規制法の見直し規定があるにせよ、一定の期限を付したうえ、かつ定例会議の形もと
らずに行うのは議論の形態としては不合理である。 
（２）その結果、最終段階で各委員の見解を個別に聴取したり、該当する専門分野の
委員に報告書の部分的な執筆を依頼することは、それ自体誤りではないとしても、そ
の後の専門調査会全体での詳細な吟味がなければ適切なやり方とは言えない。私に
も依頼された部分はあったが、執筆は差し控えた。本報告書が社会規範としての生
命倫理を策定するという性格に鑑みて、その後の議論が行われる確信のないままで
執筆することは不適当と考えたからである。 
（３）本専門調査会はわが国の生命倫理の策定をになう中核機関であり、公開で審議
がなされている。かかる性格の機関で、無記名方式のアンケート調査が行われ、各
委員の責任を明確にしないままに意見の集約が行われたことは、不適切であった。 
（４）各委員より審議するべきさまざまな点が指摘されていたにもかかわらず、時間的
制約を理由にそれは尽くされなかった。この点は、最終報告書作成までに補完、是正
するべき点である。 
 
４．むすびに 

本報告書は、さまざまな点において委員の意見の一致が見られていない。したがっ
て、今回の報告書は「中間報告書」であって、パブリックコメントを実施して後に、さら
に十分な時間をかけて、審議を継続することを強く要望する。 
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垣添忠生委員意見 
 
 

私は、不妊治療や難病で苦しみ、新しい治療法が開発されるのを待ち望んでいる
患者さんのために、他に研究手段がない場合には、然るべき手続きを経て同意が得
られた受精胚の研究利用はもちろんのこと、研究目的で受精胚やクローン胚を作成
することも認められると考えます。「生命の萌芽としての胚」の尊厳を十分に意識し、
かつ研究が許される条件は極めて厳しいものであるべきと思いますが、その道を閉
すべきではないと考えます。 

研究に対する規制は、当面、国のガイドラインで対応し、いきなり法的規制に走るこ
とは反対です。研究ですから柔軟な条件のもとで規制を図るべきと考えます。 

ヒト受精胚等の作成、利用に関する審査機関は、施設内の IRB（Institutional 
Review  Board：機関内審査委員会）と、国の機関の二段階審査が必要と考えます。
国の審査機構は文部科学省と厚生労働省の共管で両省の代表に加えて、研究者、
法律家、生命倫理学者、等が加わった構成が必要と考えます。 

前回、これらの構造の上に、生命倫理全体を議論する委員会のような存在の必要
性が議論されました。それが実現できれば望ましいと考えますが、この検討会の議論
を見ていると、そのような委員会を構築すること事態が極めて難しいように考えます。
これだけ多様な意見があるとき、どんな立場にある人に委員を依頼するかの決定が
困難と考えるからです。 
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勝木元也委員意見 
 
 

生命倫理専門調査会から出される報告書に以下の意見を添付します。意見書が２
枚以内に限定されましたので、充分には書けませんが、詳しい私の意見は出席した
専門調査会議事録を参考にして頂ければと思います（内閣府ＨＰ参照）。 
 
１． 研究目的のヒト受精胚の作成は禁止 
 研究目的のヒト受精胚の作成は、現在は認められていない（科学技術会議生命倫
理委員会報告：平成１２年３月）し、今後も認めるべきではない。 
 現在行われている生殖補助医療に伴うヒト胚の作成が認められているのは、その
目的が子供を得たいと願う不妊の夫婦に対して、その幸福追求権を認め、受精胚の
提供者が受益者そのものであることを考慮して、社会的に混乱を招くことが少ないと
の判断によるものと考えられる。 
 ヒト受精胚の作成が技術的に可能になった現在、研究目的でのヒト受精胚の作成を
医学・医療における難病等の研究目的で容認すべきだとの意見がある。しかし研究
目的でのヒト受精胚の作成がこれまで原則禁止であった理由は、提供を求められる
人々にとっては直接の幸福追求権ではなく、公共の福利に対する犠牲を求めること
になるからである。このことは、放置すれば拡大解釈によって、ヒト受精胚の道具化を
招き、社会的倫理的混乱を招く可能性がある。そして、犠牲を求める場合には、その
福利がきわめて現実的で、受益者だけでなく国民の大多数が納得できるものでなくて
はならない。 
 現状では、まだヒト胚を実験的研究に供するには、動物実験等での検討も不充分で、
充分に納得できる段階に達していない。将来のまだ不確かな有用性による研究目的
の受精胚の作成については禁止を継続すべきである。 
 また実際に研究目的で受精胚を作成しようとすれば、提供者を必要とし、そこで得ら
れる胚は、現状では滅失され、また他の性質へと転化されることは明らかであり、さら
に、研究目的でのヒト胚の作成が許容されるとするならば、ヒトの道具化そのものに
つながりかねないとする倫理的な危惧がある。 
 その際、現状に於いての原則禁止を確認するために、余剰胚の利用についても届
け出制ではなく、クローン規制法を改正して審査許可制にすべきである。 
 
２． ヒトクローン胚の作成解禁は時期尚早 
 ヒトクローン胚の作成と研究は、ヒトＥＳ細胞が我が国でもやっと樹立され、本格的
な研究が端緒についたばかりであり、その目的である有用性が確立していない。幾種
類かの動物実験では、クローン動物発生の成功率がきわめて低いばかりでなく、クロ
ーン胚から異常な個体が多く発生するとの報告がある。その原因については必ずしも
明らかでなく、単に技術が未熟というよりは、原理的な困難さも指摘されている。それ
は、動物の発生過程についての知識が充分ではないことを意味しており、夢の医療と
される再生医療へのクローン胚利用の可能性についてもまだ決定的とはいえない。 
 このように、安全性や原理的な実現性が動物実験等での基礎研究から未だ確立し
ているとはいえない現在に於いてはヒトクローン胚の作成を容認する根拠はない。 
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３． 生殖補助医療に関する倫理指針の検討について 
 生殖補助技術は急速に進み、既に多くの子供たちがこの技術によって生み出され
ており、医療として定着したとされてきた。またヒト胚の作成に関しての新たな技術の
拡大は、これまで不可能とされてきた様々な疾患を一見克服したかに見せている。 
 しかしこの技術のなかには、その疾患原因を子孫へと伝え、当人と同様の苦悩を拡
げてしまう可能性も含まれるようになった。さらにゲノムの検査によって出自が明らか
に出来るというかつては秘匿された出生に関わる情報も原則的には本人が客観的に
知りうるという状況になってきた。この科学技術の変貌は、生殖補助医療に対しても
様々な倫理的法的社会的議論を呼ぶに至っている。とくに疾患が遺伝的可能性のあ
る場合には、その疾患が技術的人為的介入によって子孫に伝わる場合があり、生ま
れてくる子供の人権について十分に配慮した上での慎重な対処が必要となっている。 
 本来ヒト受精胚の生殖補助医療目的での作成は、受益者自身が提供者になること
で、個人の救済が他者に現実的な不利益を与えることが少ないことが前提である。し
かし科学技術の発展によって、疾患の原因が正確に解明され、個人のゲノム情報が
取得しうる状況を踏まえれば、受益者のみの救済と考えられてきた生殖補助医療も、
それによって生まれてくる子供たちへの配慮の必要性が増大している。このような観
点から、生殖補助医療に関してもその基本的枠組みの検討を行う必要がある。 
 
４． 着床前および出生前診断について 
 生命倫理専門調査会では、着床前診断および出生前診断について深い議論をしな
いまま中間報告をまとめている。この問題は、倫理的視点からの議論の必要性が極
めて高いにもかかわらず、ヒト胚の取り扱いについて「研究目的でのヒト胚の作成」
「人クローン胚の作成」について議論が集中的に行われているなかで、説明者を招い
て行われた会議だけで結論を出すのはまったく不十分である。報告書全体を精細に
討議していないうちに盛り込まれてしまったものであるといわざるを得ない。従って、
着床前診断にかかる項については中間報告から削除すべきである。 
 
５． 生命倫理専門調査会について 
 生命倫理専門調査会は総合科学技術会議に属しており、同会議では再生医療の
研究推進も行っている。このように同一の行政府内で、推進とは独立に判断されるべ
き生命倫理の枠組みや法制化が議論されるのは、制約や無理がある。 
総合科学技術会議から独 立した権威ある委員会を作り、行政の執行については別途
考えることが今後重要である。 
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島薗進委員意見 
 

 
１． ヒト胚の研究利用は人の生命の道具化、手段化に通じる恐れがある。それは人
の生命の尊厳を脅かすものだが、報告書はこのことに十分に配慮しておらず、また、
慎まれてきた決定的一線を越えて研究を容認する根拠も示されていない。にもかか
わらず容認の方向を示唆しており、この報告書に反対である。 
 
２． 報告書は人の生命の萌芽を破壊してもよいのは、それを上回る有用性があるか
らだとする。しかし広く有用性を理由に生命の破壊と利用を認めるのでは、人間の道
具化、手段化を容認することになりかねない。報告書では研究利用目的の受精卵作
成、着床前診断、特定胚作成利用につき安易な許容の方向性を示唆している。また、
他の方法ではなくなぜヒト胚を用いなければならないか、なぜ発生後１４日までの段
階が許容されるかについても十分な説明はない。 
 
３． 受精卵作成についてはかつての審議で許容できないとされていたものを、十分
な理由も根拠づけもなしに許容できるかのような内容になっている。この方向性を導く
ためになされたアンケートは無記名で、極端な選択肢を並べる形になっており、しかも
ほとんど審議に関わってこなかった委員数名も回答者に含まれている。報告書のこ
の部分の記述も、十分な審議をせずに現文書作成の最終段階で急にすべり込み的
に書き込まれた内容が多い。 
 
４． 着床前診断についても審議のために費やされた時間は少ない。記録に従えば、
本会議でのわずかな議論に加えて、いくばくかの時間のヒアリングを行ったにすぎな
い。報告書作成のためのワーキンググループの審議は公表されていないので、そこ
でどのような審議が行われたのかわからないが、最初の段階の報告書案で着床前診
断についての記述はわずかだった。新しい形で優生学的な方向へと進むことが強く
懸念され、多くの当事者がいのちの選別の可能性について深い危惧をもつ事柄につ
き、おざなりの審議と言わざるをえない。 
 
５． ヒト胚の研究利用が将来にわたって一切許されないかどうかは、検討の余地が
ある。胚の生命を犠牲にして、たとえば脊髄損傷の患者さんを救うことを人類社会が
決断する可能性は残される。だが、自由な研究利用によって、さまざまな目的に使う
ことを許せば、人の生命の道具化、手段化、資源化に通じる。これを防ぐにはヒト胚
利用の原則禁止を明確にした上で、どのような範囲で許容する可能性があるかにつ
いて時間をかけ、十分な討議を行うべきである。生命倫理専門調査会ではこのような
討議はほとんど行われなかった。 
 
６． 豊かな未来をもった、胚という始まりの段階の人の生命（人の生命の萌芽）を利
用すれば、成人の生命維持、あるいは体力・知力や寿命の増進に役立つ結果が得ら
れることは十分に予想される。しかし、胚を犠牲にして、なおなされてよい医療や医学
研究とは何なのか。このことを十分に問わなければ研究の自由を認めることはできな
い。胚段階の人の生命の研究を、さまざまな目的を見越して行うことの中に、すでに
生命の道具化、資源化が含まれている。 
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７． 根本的な生命倫理問題を討議するのを常に先送りしてきた非を認め、現在の生
命倫理専門調査会のように総合科学技術会議の枠組みに従属するものではなく、も
っと独立性の高い生命倫理委員会（仮称）を新たに構成すべきである。新生命理委員
会は広く生命倫理のもっとも基本的な問題を総合的に討議する任務を負う。そこであ
らためて２ないし３年間をかけて、本格的にヒト胚の研究利用や関連する問題につき、
総合的な討議を行うのが望ましい。 
 
８． いくつかの国や研究機関や企業が研究を開始してしまえば、他国は技術開発競
争において不利をこうむることになる。各国が研究技術開発で優位に立ちたいという
欲求はきわめて強い。しかし、こうした欲求にそのまま従ったのでは、生命倫理的な
配慮がおろそかになる。日本としても国際的な協力による規制の枠組みについて検
討すべきであり、そのことにつき記すのが望ましい。 
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高久史麿委員意見 
 

 
１． 生殖補助医療に関する研究に際してヒト受精胚の作成は認められ得ると考える。
その理由として現在の体外受精の技術がヒト受精胚の作成を伴う多くの先人達の研
究を経て確立されてきたものであり、今なお発展途上にあることから、その技術の改
善に向けた研究を続ける必要があることをあげたい。 

更に、難病の研究のためにヒト受精胚の作成を行うことについても認められるべき
と考える。難病に関する研究が多くの人々に多大な恩恵をもたらすと考えられるので、
ヒト受精胚が「人の生命の萌芽」として最大限に尊重されなければならないとしても、
ヒト受精胚の作成は人間の尊厳の理念を損なうものとはならず、容認されるべきと考
える。例えば、重篤な遺伝性疾患の研究の一部には、特定のヒト受精胚を新たに作
成する以外の方法では実施し得ないものがある。又重篤な結果をもたらす先天性の
難病には、染色体異常やインプリンティング現象の異常に原因のあるとみられるもの
があり、その成因の解明のための研究はヒト受精胚の作成を通じてしか実施し得な
いものである。 

  
２． ヒト受精胚の医療目的での利用の中、先ず着床前診断におけるヒト受精胚の取
扱いに関しては、①重篤な遺伝性疾患を有する子どもを持つことによる母親の負担を
なくすことができる、②遺伝病を持つ子どもを出産する可能性がある両親にも、遺伝
病のない子どもの出産を保障することができるため、実子を持つことを断念する必要
がなくなる、③着床後の出生前診断の結果行われる中絶手術は母親に身体的・心理
的に大きな負担をもたらすが、これを避けることができる、といった利点がある事から
賛成である。 

両親、特に母親が上述のようなことから着床前診断を受けることを、単なる個人の
エゴイズムであるとすることはできない。これも、憲法第13条によって保障された個人
の幸福追求権であると考えるべきである。しかし、着床前診断による受精胚のスクリ
ーニングは遺伝病の可能性のあるヒト受精胚の生命を絶つものであり、すでに述べ
た意味での「人の生命の尊厳」を侵害しない範囲で認められるべきであると考える。
一方、重篤な遺伝性疾患以外のヒト受精卵の選別は、優生主義につながるものであ
り、許されない。 

現在の着床前診断の技術では、対象とした疾患遺伝子を有するヒト受精胚だけを
排除することはできず、疾患遺伝子を持たない胚も廃棄される可能性も少ないながら
存在する。このような可能性を極力排除すべきであり、伴性遺伝を排除するために、
受精胚の性別を調べて一律に片方の性の受精胚を廃棄するようなことは許されるべ
きではないと考える。 

着床前診断はあくまでも両親、特に母親の立場を考慮した、やむを得ない方法とし
て考慮せざるを得ない医療であって、生命の価値による選択であってはならない。遺
伝性疾患、先天性疾患を持つ人への差別は決して許されるものではなく、これからも、
社会はこうした疾患を持つ人たちの権利と福利に十分な配慮をしなければならないと
考える。 
 
３． 人クローン胚の作成・利用に関して：人クローン胚とヒト受精胚との間に取扱いに
具体的な差異をもたらすまでの倫理的な差異が認められない。従ってその作成・利用
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についての倫理上の検討を行うに際しても、ヒト受精胚のそれとほぼ同じ原理に従っ
て考えられなくてはならない。 

すなわち、クローン胚の作成・利用は人間の尊厳の理念に照らし原則として許され
ないが、これをもちいた研究によりもたらされる医学・医療を通じた人間の健康・福祉
への恩恵が極めて大きなものであり、かつ、人クローン胚を用いなければならない必
要性が認められる場合には、それは人間の尊厳の理念を損なうとは言えず、例外的
にそうした胚の取り扱いが認められる余地があると考える。 
 人クローン胚に関してその研究を現時点で容認すべきと考える。その理由として、
拒絶反応を起こさない再生医療がもたらす恩恵は極めて大きくその実現が待たれて
おり、そのためには多くの未解明の事実を明らかにする必要があると考えるからであ
る。動物での知見がそのまま人に当てはめる事は不可能で、人の胚で研究を行う必
要性がある。その際受精胚ではなくクローン胚を用いる必要性については、そもそも
クローン胚の性格は倫理的側面は別として、生物学的には、受精胚のそれと大きく異
なることが判ってきている。更に現実の医療への応用がクローン胚によってなされる
ものである以上、人クローン胚からの胚性幹細胞（自己ＥＳ細胞）による研究が必須
であると考える。 

現在ヒトの ES 細胞の作成・研究利用が一定の制限下であれ、認められるようにな
っているのは、その医療的応用、特に難病の治療に対する応用が強く期待されたか
らである。しかしこの基本的な考え方にも示されているように、ヒトES 細胞を実際に臨
床的に応用しようとすれば、人クローン胚の作成が最も可能性がある方法である。し
たがって、ヒトES 細胞の作成・利用を認めて人クローン胚を認めないのは、理論的に
も納得がいかないと考える。人クローン胚はあくまでも in vitro の研究であり、法律で
罰せられているクローン人間の作製につながるからと言う理由でin vitro に留まる研
究を制限するのは不合理である。 
 
４． 人クローン胚研究を認める場合には、ヒトES 細胞と同じような審査体制を構築
する必要がる。法律を作る事にはその作成に時間がかかる事、更に将来改正する時
にも時間がかかり科学の進歩に対応できない可能性があるので、ヒトES 細胞の時と
同じ様なガイドライン、審査体制で良いと考える。 
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西川伸一委員意見 
 
 

今の医学にとってもっとも困難な病気の１つが、細胞が失われるために起こる病
気です。血管が詰まったり細くなったりしておこる脳梗塞や心筋梗塞はその代表です
が、他にもパーキンソン病、糖尿病、脊髄損傷、アルツハイマー病、筋萎縮症など数
限りなく上げることができ、多くの場合とても悲惨な症状をあらわす病気です。このよ
うな悲惨な病気を根本的に治療するためには、失われた細胞を補う治療を開発する
しかありません。 

幸い、パーキンソン病や糖尿病などで細胞移植を基礎とした新しい治療法が既に
実施され、期待がもたれています。しかし、可能性は示されたものの、細胞を必要な
だけ用意することが難しいという難点がありました。幸い、この細胞供給の問題を根
本的に解決する新しい技術が続々生まれてきました。その１つが、ヒトES細胞の樹立
です。ES 細胞とは、発生が始まったばかりの胚の中の内部細胞塊と呼ばれる体のす
べての細胞の元になる細胞を取り出し、試験管の中で増やせるようにしたものです。
すなわち、試験管の中で細胞を必要なだけ増やして、そこからさまざまな機能を持つ
細胞を準備することができれば、難病治療の現場に必要な細胞を供給することがで
きます。さらに、モデル動物を使った実験は、この期待が十分現実のものであることを
示しています。また、細胞移植には他人の細胞の移植を受けた患者さんの体内で起
こる免疫拒絶反応が大きな問題ですが、未受精卵の核を患者さんの体の細胞の核
に置き換えて、この胚から ES 細胞を作ることが可能で、この技術を使うと問題となっ
ている拒絶反応がほとんどない細胞を用意できることがマウスを使った実験で示され
ています。更に、この技術は細胞治療だけでなく、新しい薬剤の安全性を調べる新し
い方法の開発につながると期待されています。クローン技術で創った ES 細胞を用い
ることで、様々な遺伝的背景を持った正常細胞を作ることができます。これを用いると、
薬剤の毒性テストとして必要な PhaseI テストまでに必要な期間短縮と、PhaseI テスト
に参加される検者の更なる安全性の確保にも大きく期すると考えています。 
 細胞を補う治療の可能性は示されていますが、難病治療実現までには、当然ヒト胚
を使った研究をすぐに行う必要があります。ヒトES 細胞樹立には、受精卵が必要です。
また、拒絶反応のより少ない治療を目指すためにクローン胚を作成して、そこから ES
細胞を作るとなると未受精卵が必要となります。しかし、現在では多くの病気の根本
的治療が細胞移植でしか可能でないことを考えると、受精胚および未受精卵を提供し
て頂く方に十分な説明の上理解していただける場合のみ、受精胚または未受精卵を
いただき、医学医療のための研究に使うことは問題ないと思っています。 
  日本では、難病に苦しむ方々自身がヒトＥＳ細胞や人クローン胚の作成・利用につ
いて発言することが少ないようです。最近、クリストファー・リーブが著した本「あなた
は生きているだけで意味がある」が日本で翻訳出版されました。彼はスーパーマンの
役者で、脊椎損傷のために現在車椅子生活をされていますが、この本の中で患者の
立場から治療クローンについて明確な意見を述べています。国としてこのような技術
利用について許可しないと言う決断は当然あると思いますが、その場合、このような
再生医療の実現を待ち望む人々の声に対して、なぜそれに答えられないかということ
について明確に説明することが必要だと思います。 
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藤本征一郎委員意見 
 
 
  生命科学と医療技術の予想を超える展開に倫理的判断基準の構築が追いついて
いない現状を単純に嘆くのではなくて、むしろこれは再生医学・医療の真の発展に必
要な社会的合意形成のための過程として歓迎すべき状態にあると考えます。 
  体外受精－胚移殖に代表される生殖補助技術（ART：Assisted Reproductive 
Technologies）のこれまでの 20 年以上にわたる進歩の過程において、論議された生
命倫理に関する諸問題は今日一般医療として認識されている倫理的判断基準に包
含され、広く国民に受容されています。非配偶者間体外受精、胚提供、卵細胞質注入
などが現時点でその構築に問題を残しているといえます。これほどまでに広く社会的
に受容されてきた ART の背景には、挙児希望の不妊症夫婦の「疾病」を治療する基
本的な人権が広く社会で尊重され、受容されたためとも思えます。 
  クローン技術規制法が厳格に、ヒトにおける Reproductive Cloning を禁止している
今日、法治国家において Therapeutic Cloning のヒトにおける基礎研究あるいは臨床
研究を絶対的に禁ずることは理解しえません。各種の難病はもとより、多くの遺伝疾
患、免疫疾患により生命維持の危険性が高く、QOL を享受しえない多くの人々の存
在を思うとき、科学立国としての我が国はヒトにおける基礎・臨床研究を国の指針あ
るいは法規制のもとに開始すべきと思います。勿論、国民的合意形成のためには、
研究内容・実施機関を厳しく審査することを条件に基礎研究（前臨床）を国のガイドラ
インにより導入すべきと思います。前臨床研究導入後は、研究成果を国として評価し、
臨床研究開始のための高次のクローン技術規制法（改正法）を制定すべきと思いま
す。 
  科学の進歩が将来の人類の幸福にもたらす影響・副作用の発現を予測することは
我々に果せられた責任であります。しかしその反面、科学の恩恵を享受して発展して
きた人類でもあり、その恩恵の受容を単純に拒否はしたくないと思います。 
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町野朔委員意見 
 
 

着床前診断について 
 報告書案は、「極めて重篤な遺伝性疾患」に限り着床前診断によるスクリーニング
を認める。私は、以下のような理由でその結論と論理を支持する。 
１． ヒト胚と胎児――出自における差異はその倫理的価値に差異をもたらすか 
 ヒト胚は「人間の生命の萌芽」であり、それに相応しい取扱いがなされなければなら
ない。母の子宮内にある生命も、そのまま成長して出生に至れば人間になるのであ
り、やはり「人間の生命の萌芽」、あるいは「萌芽を超える存在」である。 
 だが、体外にあるヒト胚は科学者たちが人為的に作り出した存在であり、自然の生
殖によって生成するに至った胎児とは異なった存在であるという感覚は、かなりの数
の人々が共有するものである。欧米では embryo という一つのことばで示される存在
が、わが国では「胎児」と「ヒト受精胚」の二つに分かれて観念されているのである。 
 同じような現象は治療クローニング(therapeutic cloning)をめぐる議論（報告書案 29
－31 頁）にも見られる。“人クローン胚は研究の目的で無性生殖によって作られた存
在であるから、生殖補助医療の目的で有性生殖を手段として作られた受精胚とは生
物学的にまったく異なった存在である。ヒト受精胚の作成・使用に倫理的問題がある
としても、人クローン胚を研究・医療の目的で作成しそれを棄滅させてしまう治療クロ
ーニングには、それは存在しない。” これも欧米ではあまり見られない論理である。 
 ただ、クローン胚は受精胚より倫理的価値において劣る存在と考えられる傾向があ
ったのに対して、着床前診断をめぐる議論では、人工妊娠中絶が日本において事実
上自由である状態の倫理的検討を棚上げにしたまま、ヒト受精胚スクリーニングの倫
理的許容性が議論されるため、結果的に胎児よりヒト受精胚の方がより手厚い保護
を享受すべきであるという、奇妙な結論がとられる傾向にある。 
 いずれにせよ、報告書案がこのような倫理的に倒錯した考え方を前提にしなかった
のは妥当である。人間の生命の価値はその存在自体に即して語られるべきものであ
り、それがどのようにして存在するに至ったかは無関係である。人間はどのようにして
誕生したかに関わりなく平等の倫理的価値を有する。嫡出子であろうと非嫡出子であ
ろうと、自然の性行為によって出生しようと生殖補助医療技術を用いて出生しようと、
等しく人としての尊厳を有する。「人間の生命の萌芽」であるヒト胚についても同じでな
ければならない。ヒト受精胚、胎児、クローン胚の倫理的地位を、それぞれの出自の
相違によって相対化する考え方は、まさに人間の尊厳に反したものである。 
 もちろん、同じく「人間の生命の萌芽」とはいっても、ヒト胚と人個体との距離は、胎
児の人個体との距離よりはるかに大きいのであり、その保護の要請も異なる。母体保
護法（2 条 2 項・14 条 1 項）が「胎児が、母体外において、生命を保続することのでき
ない時期」を超えた妊娠中絶を禁止し、堕胎罪の規定によって胎児を保護している刑
法（212 条－216 条）が、体外のヒト胚について、そして体内にあるが着床前の受精胚
についても沈黙しているのは、このためである。また、例えば不妊治療の研究などの
ように、胎児に対する場合より広く胚の使用が認められる場合もあろう。しかしこれら
は、ヒト胚の「人間の生命の萌芽」という倫理的価値とは別の問題である。そして、ヒト
胚と胎児とが同質の価値を有する以上、着床前診断として行われるスクリーニングの
許容性が妊娠中絶の許容原理から導かれるとすることは当然のことなのである。 
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２． 胎児性適応による人工妊娠中絶――母体保護法はそれを禁止しているか  
 出生前に胎児が障害を持っていることが分かったときには、母親が希望すればその
胎児は中絶されている。それは母体保護法14 条 1 項 1 号による人工妊娠中絶として
知事に届け出られている（同法 25 条）と思われるが、そのような人工妊娠中絶が、
「妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するお
それのあるもの」という法律の文言に適合しているかは、かなり疑問である。胎児条
項を導入しようとする法改正の試みがついえてきたこと、平成 8 年に優生保護法が母
体保護法へと改められたときに優生的適応による人工妊娠中絶の条項が削除された
という経緯があることを振り返るなら、なお一層そうである。しかし、現実にはこのよう
な人工妊娠中絶が行われているのであり、それが刑法上の堕胎罪として起訴された
こともない。 
 また、母体が風疹に罹患し難聴の子が出生したときに、母親にその可能性を告げて
中絶するか否かを考慮する機会を与えなかったとして、医師に損害賠償責任を認め
た判例もいくつかある。これによるなら、障害児の中絶は不可罰であるばかりでなく、
むしろ法的に命ぜられていることである。ここでは、明らかに母体保護法の文理に反
する法の運用が行われているのである。 
 このような法の解釈・運用は不当であり、出生前診断・中絶は断固として違法とすべ
きだとするのも一つの考えである。それによるなら、着床前診断を行い、現行法の認
めていない適応によってスクリーニングを行うことも認めるべきではないということに
なるのはもちろん、wrongful birth は民法上の不法行為にならないとし、さらには、胎
児性適応による中絶は堕胎罪として訴追・処罰されるべきだし、しなければならない。 
 しかし、胎児性適応による人工妊娠中絶を認めないことは、生む・生まないを決定
する女性の権利を侵害するものであり、不当なことではなかろうか。もし、母体保護法
がその権利を認めていないというのであれば、それは憲法13 条（幸福追求権。ここに
はプライバシーの権利も含まれていると解される）に違反して無効ということになる。
同法を憲法違反・無効としてしまうのでなければ、母体保護法を憲法の趣旨に合うよ
うに、「合憲的限定解釈」をしなければならない。 
 以上のように考えるならば、胎児性適応による人工妊娠中絶を許容するとともに、
それに沿った着床前診断・スクリーニングも許容すべきことになるのである。 
３． 中絶の決定権――差別の論理は克服されるべきである 
 障害児を中絶することは、当事者にとっては苦悩に満ちた決定である。母親には障
害児を中絶する「権利」があるとはいっても、その実質は、母親に妊娠を継続し、出産
し、育てることまで法によって要求することはできないということである。そのような母
親の決定を認めることは、レイプされて妊娠した子を中絶する母親の決定を認める
（母体保護法 14 条 2 号）ことと同じであり、障害を持って生まれて来る生命の価値を
低く見るということを前提とするものではないのである。 
 これに対して、「障害児は可哀想だから中絶することを認めるべきである」という論
理は、障害者に対して「生まれざりせば良かりしものを」ということに等しい。これは障
害者の生命をこの世では価値のない存在と見る差別の論理にほかならない。これ
が、重症障害児、精神障害者には「憐れみによる死」を与えるべきであるという不任
意の安楽死の主張を生み、ナチスによる「生きる価値のない生命の抹殺」、さらには
ホロコーストに至ったことを記憶していない者はいないのである。 
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鷲田清一委員意見 
 
１． 研究材料として使用する目的で受精により新たにヒト胚を作成することを禁じて
いるいわゆるヒト胚報告書の考え方を保持すべきである。いかなる理由であれ、研究
の手段となるような「生命の作成」はなされるべきではないと考える。その理由は、「人
の存在はそれ自体として固有の価値を有し、有用であるとか有意味であるということ
とは無関係に尊重されるべきもので、したがってその存在は断じて何かの手段とされ
てはならないものである」という（報告書案で謂うところの）「人間の尊厳」の考え方に
よる。 
 これに対して報告書案では、ヒト受精胚は「人の生命の萌芽」であり、「人の生命」と
同じ倫理的な価値をもつが、「萌芽」であるかぎり同じ取り扱いを受けるべきとは言え
ず、「人間の尊厳」にとってきわめて大きな意味をもつ「恩恵」のために「使用」されるこ
とがありうるという方向でまとめられつつあるが、その根拠についての議論が尽くされ
たとは到底思われない。 
 
２． ヒト受精胚の作成の可否をめぐっては、「人の生命の萌芽」を滅失してもなおか
つなされてよい理由として、つねに生殖補助医療と難病治療が「恩恵」として挙げられ
ているが、これら両者は「恩恵」の意味が異なることを明示すべきである。生殖補助医
療は当事者のやむにやまれぬ「希望」に応えようとするものであるのに対し、難病治
療の必要性は、それなしでは当事者が生きていけない、もしくは「人間の尊厳」にもと
るような苦痛にさらされるということにある。この区別をきちんとしておかなければ、生
命の「製作」や「デザイン」に容易につながる技術が生まれる怖れがあるのではない
かと思う。 
 
３． 「人の生命の萌芽」という表現には、たしかに、やがて人になる可能性をもったも
のを壊すという責めの意識と、それによって他の生命が恩恵にあずかるという、二重
の思いが込められている。「人の生命の萌芽」という特別な存在を破壊することに対し
て、ある種の罪責感は禁じえないが、そのことによって得られるより大きな恩恵のた
めに眼をつむるという事情である。しかし、これがひとつの指針もしくは法律として定
着すると、先端医療の技術者の内面で、「このことで、失われゆくひとつの命が救わ
れるのだからやむをえず……」という苦渋はしだいに薄まり、「指針に歌われているも
のをすべてクリアしたのだから問題はない」というふうに、その行為から「責めを負う」
という意識が免除され、倫理的に無感覚になってしまう。そしてそれは技術開発やビ
ジネス面での競争へとさしたる抵抗もなくすべり落ちていきかねない。そういうかたち
で、「倫理」が「科学技術」からますます遠ざかるというのが、いまの「生命倫理」をめぐ
る議論のもっとも危惧される点であるということも、最後に付け加えておく必要があ
る。 
 
４． 宗教の視点というのは、人間中心の考え方自体をも超える視点を提示しており、
生命について考える場合にも、人間の尊厳を超えた生きとし生けるものすべての生
命という次元からのまなざしを参照するというところに大きな意味があると考えられる。
その点で、報告書案における宗教面での意見の記述はきわめて恣意的でかつ内容
に乏しいと思われる。 
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１．ヒトの胚を巡る状況 
 
 

２．用語解説 
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１.ヒトの胚を巡る状況 
 
① 国際的状況 

 
○ ヒトの胚を巡る国際的な状況について、歴史的な経過も含めて、以下

に概括する。 
 
a.歴史的経過 
 
○ 1978 年の英国における体外授精の成功をきっかけに、欧州ではヒト受

精胚にどの程度の保護を与えるべきか等について議論が始まった。 
 その結果、1990 年代はじめには、英国や独国では、生殖補助医療と胚
の保護に関する法的枠組みが整備され、また、仏国では、生殖補助医療
や胚の保護を含めて規制する法的枠組みが生命倫理法として一括して整
備された。 

 
○ 90 年代後半になりヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の樹立が発表され
ると、ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の研究に対してどのように対応
していくかなどについて検討が行われ、所要の法制度の整備等が行われ
つつある状況である。 

 
＜英 国＞ 
1982 年 メアリー・ウォーノック夫人(Dame Mary Warnock)を委員長とす

る「ヒト受精と胚研究に関する調査委員会」を設置。 
1984 年 委員会報告書（通称「ウォーノック・レポート」）を政府に提

出。不妊治療技術や胚の研究について６４の勧告を提示。 
1986 年 政府は報告書に含まれる勧告について、社会的合意が得られた

と考えられるものと、まだ合意がなく検討を要するものとに分け
て整理した文書(Consultation Paper)を発表し、半年間パブリッ
クコメントを集めた。 

1987年  政府はパブリックコメントを踏まえ、立法化の枠組み（白書） 
(A Framework for Legislation)を発行。 

1990 年 ヒト受精・胚研究法(Human Fertilisation and Embryology 
Act)制定・公布（翌年４月施行） 

1998 年 胚を用いた研究の範囲を拡大することを認めた HFEA(Human 
Fertilisation and Embryology Authority)と HGAC（Human 
Genetics Advisory Commission)の合同諮問委員会による
答申。  

2000 年 保健省の Chief Medical officer を中心とした Expert Group に
よる幹細胞研究についての答申。 

2001年 ヒト受精・胚研究法の改正。（ヒト受精胚や人クローン胚から 
ES 細胞を作成するなどの研究を新たに認める。）        

2001 年 英国高等法院がヒト受精・胚研究法における「胚」の定義に人
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クローン胚は当てはまらず、同法律の規制対象にならないとす
る判決を出したため、これを受けて、人クローン個体等の生成
を禁止したヒト再生クローン法が制定。 

2002 年 上記判決に対して政府は控訴院に上訴。控訴院は上告を認め、
現行 HFE actの胚の定義には人クローン胚も含まれるとした。 

     他方、貴族院の分科会は研究目的のヒト受精胚の利用に関する
報告書（”Stem Cell Research”）をまとめ、ヒト受精胚及びクロ
ーン胚の研究目的の作成・利用を容認する現行制度を再確認。 

   
 ＜独 国＞ 

1984 年 体外授精並びに遺伝子の分析・治療に関する現状と課題の究明
を目的として、連邦憲法裁判所前長官エルンスト・ベンダ
（Ernst Benda）を委員長とした委員会（通称「ベンダ委員
会」）を設置。 

1985 年 ベンダ委員会が、報告書「体外受精、ゲノム解析及び遺伝子治
療」をまとめる。 

1986 年 ドイツ連邦－諸州作業部会「生殖医学」（Bund-Länder-
Arbeitsgruppe ”Fortpflanzungsmedizin”）を設置。 

1988 年 同作業部会、最終報告 
1990 年 「胚の保護のための法律」（胚保護法）（Gesetz zum Schutz 

von Embryonen（Embryonenschutzgesetz-EschG））可決。翌年
より施行。 

2001 年  国家倫理評議会（Nationaler Ethikrat）が「ヒト胚性幹細胞輸
入に対する態度表明」（Stellungnahme zum Import 
menschlicher embryonaler Stammzellen）を発表。  

2002 年 研究目的に限ってヒト胚性幹細胞の輸入及び使用を認める「ヒ
ト胚性幹細胞の輸入及び利用に関して胚保護を確保するための
法律（幹細胞法）」（Gesetz zur Sicherstellung des 
Embryonenschutzes im Zusammenhang mit Einfuhr und 
Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen
（Stammzellgesetz-StZG））が公布、施行。 

 
＜仏 国＞ 

1986 年 首相が国務院（Conseil d’Etat）に対し「人体の部分の商業化、
遺伝学・胚研究、出生前診断、人の卵の採取・治療・保存、親子
関係と相続の制度に対する人工生殖の影響」に関する法的側面の
考察を諮問。ギイ・ブレバン氏（Mr. Guy Braibant）を座長とす
る作業部会が国務院に設置。 

1988 年 国務院はプレバン報告書（Rapport de Braibant：Conseil 
d’Etat, Section du rapport et des études “Science de la vie: 
de l’ethique au droit”）を策定。「人体の不可侵の原則」「人体
の譲渡不能の原則」などの基本理念を提示。ただし、法律案とし
て上程はされず。 

1990 年 首相は国務院（Conseil d’Etat）の調査官ノエル・ルノワール氏
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（Mme. Noelle Lenoir）に改めて包括的な調査を求めた。 
1991 年 ルノワール氏らはルノワール報告書（Rapport de Lenoir：

Lenoir N. et al. “Aux frontiere de la vie: une ethique biomedicale 
a la francaise”）を政府へ提出。（同報告書は、内外のレビュー
と取り上げるべき課題の再整理。） 

1992 年 政府は、生命倫理法案（出生前診断・胚研究に関する規定はな
し。）を国民議会に提出。国民議会の審議において出生前診断・
胚研究の規定を追加（第一読会）。 

1994 年 元老院第一読会、国民議会第二読会、元老院第二読会、を経て
両院で最終可決。憲法院における合憲裁定。生命倫理法（les 
Lois de Bioethique）公布。 

2000 年 政府は倫理国家諮問委員会に生命倫理３法修正に関する仮法案
を付託（余剰胚からのヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の作成
を認める内容） 

2001 年 倫理国家諮問委員会の意見書、余剰胚からのヒト胚性幹細胞
（ヒト ES 細胞）の作成を認めるとともに、医学応用を目指し
た研究目的の人クローン胚の作成（Therapeutic Cloning）の
容認にも賛成する旨の内容 

2001 年 国家人権諮問委員会による上記の人クローン胚作成容認反対の
意見書 

2002 年 生命倫理法修正案（余剰胚を扱う研究と余剰胚からのヒト胚性
幹細胞（ヒト ES 細胞）の作成を限定的に認める内容）が国民
議会に提出。国民議会は修正の上で承認。 

2002 年 上院は、生命倫理法修正案を更に修正の上で可決。現在、同法
案は国民議会において再審議中。 

 
＜米 国＞ 

1997 年 クリントン大統領が、成体羊のクローニングの成功を受け、
NBAC（国家生命倫理諮問委員会）に対してクローニング技術
の利用に関する法的、倫理的課題のレビューを諮問（２月）。 

1997 年 クリントン大統領が、大統領令により人のクローン個体産生に
関する連邦資金支給を当面停止する措置（３月）。 

1997 年 人のクローン個体産生への連邦資金の配分禁止等を含む法案が
上院で１本、下院で２本提出される（２～３月）｡（後に廃
案。） 

1997 年 クリントン大統領の諮問に対し､NBAC 委員会が報告書「Cloning 
Human Beings」を提出。人のクローン個体産生の試みへの連
邦の資金提供に対するモラトリアムの継続を提言｡女性の子宮
に戻す前の生殖細胞の研究は容認するとしつつ、クローン人間
を誕生させる研究を法律で禁止するよう求めたが、3 年～5 年
後に規制の再検討を求めるサンセット条項が必要であるとした｡
（６月） 

1997 年 クリントン大統領は上記の答申を受け､連邦議会に、以下の内容
の法律案を議会に示し、法律発効までは大統領令を継続する旨
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を発表｡（６月） 
・体細胞の核を用いて作成した胚を母体に戻すことによるヒト
個体の産生禁止。 

・細胞や動物のクローンは禁止しないこと｡ 
・ ５年後に見直しを行なう｡ 

1998 年 人の体細胞への核移植技術適用を永久に禁止する旨の法案が上
院において提出（２月）｡（後に廃案。） 

1998 年 クリントン大統領は NBAC に対し、ヒト幹細胞研究に関連する
課題について、倫理的・医学的観点をバランスさせた綿密なレ
ビューを下命。（11 月） 

1999 年 これを受けて､NBACはヒト受精胚から樹立する場合も含めたヒ
ト幹細胞研究の倫理的側面の考察結果を答申（「Ethical 
Issues in Human Stem Cell Research」）。この答申は、ヒト
幹細胞を使った研究（ヒト受精胚からの樹立含む）に対する政
府研究費支出を容認。（９月） 

2000 年 ＮＩＨは行政指針「National Institute of Health Guidelines 
for Research Using Human Pluripotent Stem Cells」により、
ヒト幹細胞を使用する研究に対する資金提供の容認を発表（８
月）。 

2001 年 人クローン個体の生成及び人クローン胚生成を禁止するクロー
ン禁止法が下院を通過（Human Cloning Prohibition Act of 
2001H.R.2505 EH）（７月）。 

2002 年 ブッシュ大統領が、研究目的の人クローン胚の作成を含めて人
に関する全てのクローニングに反対する声明（４月）。 

2002 年 人クローン個体の生成及び人クローン胚生成を禁止するクロー
ン禁止法が上院で廃棄（H.R.2505 EH- Human Cloning 
Prohibition Act of 2001）（10 月）。 

  2002 年 大統領生命倫理委員会は、人クローン個体の産生を禁止するべ
きとしつつ、人クローン胚の作成を４年間のモラトリム（一時
的禁止）とすることを求める報告書を提出（10 月）。 

 
b.主要国の現状 

 
＜英 国＞ 
○ 英国では、1990 年にヒト受精・胚研究法を制定し、同法に基づき

HFEA（ヒト受精・胚研究機関）が生殖医療及びヒト胚の取扱いについて
規制を行っている。研究のための胚の作成又は胚の保存・使用については、目
的を限定した許可制とされ、①不妊治療の進展、②先天性疾患の原因究明、
③流産の原因究明、④より効果的な避妊法の開発、⑤母体移植前の胚の
染色体、遺伝子異常の検出方法の開発、の各目的の範囲内で認められた。
その結果1991 年 8 月～1998 年 3 月に、体外授精のために作成されたが不
要となった約４万８千個の胚が研究に使用され、118 個の胚が研究のため
に作成された。 
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○ ヒト受精・胚研究法は 2001 年に改正され、研究目的として上記の①～
⑤に加えて、⑥胚の発生についての知識の増大、⑦難病についての知識
の増大、⑧それらの知識の難病の治療への応用、の各事項が追加された。 

 
○ また、この目的の範囲内における人クローン胚の作成の是非について、
貴族院は特別委員会を設置して検討し、人クローン胚の作成を認める決
議をしている。ただし、2003 年 11 月末の時点では、ＨＦＥＡから人クロ
ーン胚の作成の許可がなされた例はない。 

 
○ 精子･卵子･胚の提供による生殖補助医療が認められており、代理懐胎    

についても、営利を目的としない限り認められている。 
 
＜独 国＞ 
○ 独国は、1990 年に胚保護法を制定し、生殖医療及びヒト胚の取扱いに
ついて規制している。 
主な禁止事項は以下のとおりである。 

・卵が採取された女性の妊娠以外の目的で卵を人工的に受精させること。 
・一周期に女性に移植する予定の数を超える卵を受精させること。 
・妊娠の目的以外に胚を作成、利用、育成すること。 
・本人の同意のない胚の移植。 
・胚の譲渡、胚の維持目的以外での獲得、利用。 
・妊娠成立以外の目的でヒト胚を体外で発生させること。 
・人クローン胚、キメラ胚及びハイブリッド胚の作成。 

 
○ ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）については、2002 年、ヒト胚性幹細
胞（ヒトＥＳ細胞）の輸入を原則禁止とするが、厳しい制限下で一部例
外を認める法律（幹細胞法）が制定・公布され、同年中に施行された。 

 
＜仏 国＞ 
○ 仏国は、1994 年に「生命倫理法」を制定した。「生命倫理法」は「人
体尊重法」「移植・生殖法」「記名データ法」の総称であり、具体的に
はこれらの法律により民法、刑法、保健医療法典等の改正がなされた。 

 
○ 現行民法典には、規制の根拠となる理念が盛り込まれており、 

・人の優越性の保障、その尊厳への侵害禁止、人を生命の始まりから尊
重することの保障。 

・人体を尊重される権利、人体の不可侵。 
・人の種の完全性の侵害禁止、人の選別の組織化を目的とする優生学上
の行為の禁止、（遺伝性疾病の予防及び治療目的の研究を別にして）人
の子孫を変える遺伝形質の作り替え禁止。 

・人体、その構成要素またはその産物に財産的価値を与える効果を生ず
る契約の無効。 

・他人のための生殖または妊娠を目的とする契約の無効。 
等が規定されている。 
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○ 刑法典には以下の諸行為について、自由刑、罰金刑が課されている。 

・人の選別の組織化を目的とする優生学的処置の実施行為。 
・対価を得て人の胚を取得する行為、その斡旋、胚の有償譲渡。 
・産業または商業目的での生体外での人の胚作成、使用。 
・（一組の男女の胚検査の場合を除く）検査・研究・実験目的での生体
外での人の胚作成及び人の胚に対する実験。 

 
○ 保健医療法典には、生殖医療について規定がなされている。 
・生殖への医学的介助は、一組の男女の親になる要求に応えるために行
われ、一組の男女は、生きて生殖年齢にあり、婚姻しているか少なくと
も２年以上の共同生活の証拠が必要で、胚移植または人工受精について
事前承諾が必要。 

・生殖への医学的介助の目的の範囲内でその目的に従う場合のみ、胚の
生体外作成可能。 

・胚を取得した男女及び胚を提供した男女は、それぞれ身元を知ること
ができず、胚を提供した男女に報酬を払ってはならない。 

・配偶子の収集、処理、保存及び移植の活動は、行政機関から許可を得
た非営利目的の公共及び民間の保健団体及び施設で実施可能。 

 
○ 現在、今後５年間の過渡的措置として、余剰胚を扱う研究と余剰胚か
らのヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の作成を限定的に認める生命倫理
法修正案が国民議会において審議中である。 

 
＜米 国＞ 
○ 既に樹立された ES 細胞を使用する研究以外の胚の研究利用には、政府
資金が提供されていないが、民間資金による研究は実施されている。 

 
○ 生殖補助医療技術や研究を包括的に規制する連邦法、州法は存在して
いない｡しかし、「統一親子関係法（2000 年）」や「生殖補助技術による
出生子に関する統一法（1998 年）」など親子関係や記録の保持､医療保険
などに関する州法や個別的法的規制は存在している。 

 
 ＜その他＞ 

○ 韓国では、2000 年 12 月に保健福祉部が生命科学保健安全倫理法の試案
を公示し、人クローンと動物内での人の臓器培養の全面禁止の立法化を
図ったが、国会において議論がまとまらず、成立に至らなかった。 
 その後、2002 年 10 月、保健福祉部は「生命倫理及び安全に関する法
律」の立法化の計画を発表し、2003 年９月に以下を内容とする法律案の
国会提出を予告した。 
・人クローン個体作成の全面的禁止。 
・ヒトの体細胞核移植の原則禁止。 
・ヒト胚の研究利用対象を、不妊治療の際に生じた余剰胚に制限。 
・国家生命倫理委員会が可否を決めるまでの間の体細胞核移植の研究の
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禁止。ただし、既に進行中の研究については一定期間の継続を容認。 
・機関内生命倫理委員会の設置義務。 
・遺伝情報の不正利用の禁止。 
 しかし、同法の制定が難航していることから、同法の制定に先立ち、
クローン人間を全面的に禁止する「人クローン禁止法」を制定する準備
が進められている。 

  
② わが国の状況 
 
 ○ 1980年代から、わが国ではヒト胚を巡って様々な議論が行なわれてき

た。その歴史的経過を含めて、以下に概括する。 
 

a.歴史的経過 
 
○ 我が国では昭和 58 年に、初めて体外授精児が誕生したが、体外授精に
おける胚の保護については、国による規制等の措置はなされず、日本産
科婦人科学会が定めた会告による自主的な規制が行われてきた。 

 
○ 平成 9 年 2 月にクローン羊ドリーの誕生が、また、平成 10 年 11 月に
はヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の樹立が発表された。かかる状況へ
の対応として、同年 3 月 7 日、文部省の学術審議会が、科学研究費補助
金の採択に当たって、人のクローン研究に関する課題を当面差し控える
ことを決定した。続いて、同年3 月 21 日、科学技術会議政策委員会が
「ヒトのクローン研究に関する考え方について」を決定し、当面、ヒト
のクローンに関する研究に対する政府資金の配分を差し控えることが適
当であるとしつつ、国以外の者も、当面、そのような研究を差し控える
ことを期待する旨表明した。しかしながら、これらの措置は、安全面、
倫理面等からさらに議論を尽くすのに必要な時間的猶予を得るための措
置という性格を有していた。 

 
○ その後、文部省では、学術審議会における検討結果を踏まえて平成 10
年 8 月、「大学等における人クローン個体作成についての研究に関する
指針」を告示して、ヒト体細胞（受精卵、胚も含む）由来核の除核卵細
胞への核移植を禁止した。しかし、同年 11 月に東京農業大学において、
同指針に反してウシの卵子にヒトの細胞核を移植する実験が行われてい
たことが翌平成 11 年 11 月に明らかなった。 

 
○ 他方、科学技術会議には平成 9 年 9 月生命倫理委員会が設置され、生
命倫理の議論を重ねつつ、まずはその中で国民的関心の高いクローン技
術のヒトへの適用の是非について、民間も視野に入れた国全体としての
対応を検討した。その結果平成 11 年 11 月、体細胞の核移植による人ク
ローン個体の産生については法律により罰則を伴う禁止がなされるべき
であるとする生命倫理委員会クローン小委員会報告書「クローン技術に
よる人個体の産生等に関する基本的考え方」がまとめられた。これを受
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けて、クローン人間等の産生をもたらす行為について罰則を伴う規制を
定めるクローン技術規制法が制定され、平成 13 年 6 月に施行された。さ
らに、総合科学技術会議における検討を経て、同年 12 月、同法に基づい
て人クローン胚等の取扱い方法を定める「特定胚の取扱いに関する指
針」が策定、施行された。 

 
○ また、平成 12 年 3 月には、生命倫理委員会ヒト胚研究小委員会報告書
「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究に関する基本的考え方」がま
とめられ、ヒト受精胚からのヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の樹立・
使用の条件、ES 細胞を用いた研究実施に必要な手続き等の枠組みを定め
る「ヒト ES 細胞の樹立及び使用に関する指針」が定められた。 

 
○ 生殖補助医療については、従来から上記の日本産科婦人科学会による
会告に沿って実施されてきたが、非配偶者間の配偶子を用いた体外授精
が社会問題化したのをきっかけに、厚生労働省において精子・卵子・胚
の提供等による生殖補助医療について検討が開始され、本年４月には、
厚生科学審議会生殖補助医療部会により「精子・卵子・胚の提供等によ
る生殖補助医療制度の整備に関する報告書」がとりまとめられた。 

 
b.各省庁における取扱い 

 
○ 平成 15 年 5 月までに、ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の樹立及び使
用に関する指針に基づき、文部科学省において、１件のヒト胚性幹細胞
（ヒトＥＳ細胞）樹立計画及び７件の使用計画について、指針への適合
性が確認された。 

 
c.これまでの関連する議論 
 
【人クローン胚研究】 

○ 平成 11 年 11 月に取りまとめられた、科学技術会議生命倫理委員会
クローン小委員会の報告書「クローン技術による人個体の産生等に関す
る基本的考え方」は、概ね、人クローン個体産生の法律による禁止、人
クローン胚の研究についての更なる検討、及び人と動物のキメラ個体や
ハイブリッド個体の産生の全面的禁止を求めるものであった。 

 
○ 平成 12 年 3 月に取りまとめられた、科学技術会議生命倫理委員会ヒ

ト胚小委員会の報告書「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究に関
する基本的考え方」は、人クローン胚等（人クローン胚、キメラ胚及
びハイブリッド胚）の作成・利用、ヒト受精胚からのヒト胚性幹細胞
（ヒトＥＳ細胞）の樹立、ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の使用、
ヒト胚の研究利用に関して考え方を示すものであった。 

 
○ 人クローン胚等の作成について、同報告書は、人クローン個体等の

産生につながる可能性があること、ヒト胚の操作やヒト胚を研究目的
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で新たに作成することと同様の行為と理解することができること、及
び拒絶反応のない移植医療に関する研究等に当たっては人クローン胚
の作成・使用が有効な場合があることも想定されることから、原則、
これを行なうべきではないとした。ただし、動物による実験が十分に
行なわれており、ヒト受精胚を用いて研究を行なうことが必要な段階
である等、科学的にその実施を是とする必要性がある場合に限って、
厳格な審査により個別的に判断して許容する余地を残すことも必要で
あるとされた。 

 
○ また、同報告書では、人クローン胚からの ES 細胞の樹立自体は現

時点では行なわず、余剰胚から樹立された ES 細胞を利用した研究の
実績が蓄積されるのを待って、その医療への応用の可能性について評
価した上で、その是非の再検討がされるべきであるとされた。 

 
○ 平成 12 年 11 月に成立したクローン技術規制法では、人クローン胚

の子宮内への移植を禁止するとともに、人クローン胚を特定胚の一つ
と位置付け、その作成、譲受等については届出を義務付け、その取扱
いについては文部科学省が総合科学技術会議等の意見を聴いて定める
指針に基づいて行うべきことが規定された。 

 
○ 「特定胚の取扱いに関する指針」に対する総合科学技術会議の答申

（平成 13 年 11 月）では、９種類の特定胚のうち、「基本的に動物胚
であると考えられる動物性集合胚」に限って作成を認め、他の特定胚
については、その後も検討を継続し、当面それらの作成を認めないこ
ととされた。特に、人クローン胚、ヒト胚核移植胚及びヒト性融合胚
については、「新たにヒト胚を作成することに当たるため、」その後
の「ヒト受精胚の取扱いに関する議論を待って判断するべき」とされ
ている。 

 
【ヒト胚性幹細胞研究】 

○ 前出の平成 12 年 3 月の科学技術会議生命倫理委員会ヒト胚小委員会
の報告書では、ヒト胚性幹細胞研究を厳格な枠組みのもとで認めるこ
ととした。具体的には、①ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の樹立は、
人の生命の萌芽であるヒト受精胚を用いることから、その濫用を防ぐ
ために厳格な枠組みを整備すべきであるとした上で、②ヒト胚性幹細
胞（ヒトＥＳ細胞）の使用も、それが樹立を助長することやヒト胚性
幹細胞（ヒトＥＳ細胞）が全能性を持つことなどから管理を徹底する
必要があり一定の規制が必要であり、③研究機関内の審査に加えて、
国が確認を行う二重審査を研究者の自主性を尊重した柔軟なガイドラ
イン形式で実施すべきであるとしている。 

 
○ この考え方をもとに、総合科学技術会議の意見も踏まえ、平成 13 年

9 月に文部科学省が「ヒト ES 細胞の樹立及び使用に関する指針」を策
定した。 
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○ 指針においては、樹立及び使用計画の指針への適合性を文部科学大

臣が確認することとしており、その際に科学技術・学術審議会生命倫
理・安全部会の意見を求めることとしている。平成 13 年 7 月、生命倫
理・安全部会の下に設置された「特定胚及びヒトＥＳ細胞研究専門委
員会」においては、平成 15 年 7 月までに15 回の会議を開催し、海外
からのヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）の輸入の要件等についての審
議を行うとともに、個別の研究計画の科学的・倫理的妥当性について
審査を行っているところである。上に述べたように 2003 年 5 月までに
１件の樹立計画及び７件の使用計画が確認されている。 

 
【ヒト胚の研究利用】 

○ 前出の平成１２年３月の科学技術会議生命倫理委員会ヒト胚小委員
会の報告書では、ヒト胚の研究利用に関して「ヒト胚の研究利用は、
多くの医科学上の可能性に道を開くものである一方、人の生命の萌芽
を操作するという点で人の尊厳に抵触しかねないとの危惧がある。ま
た、体外授精の結果得られ、使用されずに廃棄されるヒト胚が存在す
ることも事実である。」との基本認識を示している。その上で、「ヒ
トの生命の萌芽として尊重されるべきという要請を考慮した上で、医
療や科学技術の進展に重要な成果を産み出すため研究の実施が必要と
される場合には、不妊治療のために作られた体外授精卵であり廃棄さ
れることの決定したヒト胚（余剰胚）を適切な規制の枠組みの下で研
究利用することが、一定の範囲で許容され得ると考えられる」などと
している。 
 

 
○ また、同報告書は、今後、科学技術会議生命倫理委員会等でヒト胚      

研究の全般について議論を深めていく必要があることを指摘している。 
 
【生殖補助医療における胚の取扱い】 

○ 厚生労働省では、生殖補助医療に関して、これまで特段の規制を行
なっておらず、日本産科婦人科学会が定めた会告等、生殖補助医療を
行なう者の自主的な対応に委ねてきた。こうした対応は、元々医療は
患者の立場からの要望をできるだけ尊重することを基本として、最新
の医療技術に基づくサービスが提供されており、まず規制ありきとい
う考え方には馴染みにくい分野であると認識されていたことによる。 

 
○ しかしながら、平成 12 年 12 月に取りまとめられた厚生科学審議会

先端医療技術評価部会生殖補助医療技術に関する専門委員会の報告書
「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報
告書」では、「生殖補助医療の役割を認識しつつ、その利用が社会通
念や生命倫理の観点から許容範囲を超えることなく、適正な範囲で行
われること」を求めており、以下の６項目の基本的考え方に基づいて
生殖補助医療を容認する範囲を限定するなど、安易な利用に対する慎
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重な位置付けがなされている。 
①生まれてくる子の福祉を優先する 
②人を専ら生殖の手段として扱ってはならない 
③安全性に十分配慮する 
④優生思想を排除する 
⑤商業主義を排除する 
⑥人間の尊厳を守る 

 
【精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療】 

○ 従来、精子・卵子・胚の提供による生殖補助医療について、法的に
明確な規制はなく、提供された精子による人工授精を除き、日本産科
婦人科学会における会告により規制されてきた。しかし、平成 10 年に
第三者提供の卵子を用いた不妊治療が行われた。 
このような状況が生じたことに対し、何らかの法的規制の必要性につ

いて検討が求められた。 
 

○ こうした問題に関して、平成 10 年 10 月に旧・厚生省の厚生科学審
議会先端医療技術部会の下に「生殖補助医療技術に関する専門委員
会」が設置され、平成12 年 12 月に「精子・卵子・胚の提供等による
生殖補助医療のあり方についての報告書」が出されたが、同報告書は、
精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方の基本的な枠組
みについての検討結果を示すものであり、細部について検討しきれて
いない部分も存在した。 

 
○ このため、同報告書の内容に基づく、制度整備の具体化のための検

討を行うために、平成13 年 6 月に厚生科学審議会の下に生殖補助医療
部会が設置され、平成15 年 4 月に「精子・卵子・胚の提供等による生
殖補助医療制度の整備に関する報告書」がまとめられた。この報告書
の中では、精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療に関して、以
下のようなことがまとめられた。 
・一定の条件のもと、代理懐胎以外の非配偶者間生殖補助医療を認め
ること。 

・「営利目的での精子・卵子・胚の授受・授受の斡旋」、「代理懐胎
のための施術・ 施術の斡旋」、「職務上知り得た人の秘密を正当な
理由なく漏洩すること」を罰則を伴う法律により規制すること。 

・出自を知る権利を認め、生まれた子が希望すれば、提供者を特定で
きる内容を含めた情報の開示を請求することができる。 

・実施医療施設、提供医療施設の指定及び公的管理運営機関の設置。 
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２．用語解説 
 
＜ア行＞ 
【遺伝子治療】 

遺伝子または遺伝子を導入した細胞を人の体内に投与することにより、
疾病の治療を行うこと。（バイオテクノロジー戦略大綱、110頁）    

遺伝子を導入して、患者の疾患を治す治療法。患者の細胞を採取して、
体外で目的の遺伝子を導入した後、再移植する ex vivo 法と遺伝子を直接導
入する直接法と２種ある。アデノシン・デアミナーゼ欠損症、ガンなどの
治療に応用されている。（日本工業規格 [JIS K 3600 2316]） 

人体に遺伝子を導入して行う治療法。（日本工業規格 [JIS K 3610 
1108]） 

 
＜カ行＞ 
【核、細胞核】 
  細胞小器官の一つで、遺伝情報源である DNA の貯蔵、発現、および複製
が行われる。（日経ＢＰ社、日経バイオ最新用語辞典第５版、160 頁） 

 
【核移植】 
  ある細胞から核をぬきとり、他の細胞（多くはあらかじめ無核とした細
胞）に移す操作を言う。（岩波書店、生物学辞典第３版、178頁） 

（参考） 
融合： 受精以外の方法により複数の細胞が合体して一の細胞を生ずるこ

とをいい、一の細胞の核が他の除核された細胞に移植されることを
含む。（「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」（平
成 12 年法律第 146 号）第 2 条第 1 項第 21 号） 

 
【幹細胞】 

未分化の状態で増殖能を維持した細胞のこと。受精卵由来の胚性幹細胞
（ＥＳ細胞）、胎児由来の胎性生殖細胞、成体由来の幹細胞などがある。
（日経ＢＰ社、日経バイオ最新用語辞典第５版、198 頁） 

 
【器官原基、原基】 

この用語はある器官ないし構造物の始まり、または発生の最も初期段階
を表し、初めて確認できる兆候を指す。（医歯薬出版、ムーア人体発生学
原著第６版、3 頁） 

個体発生においてある器官が形成されるとき、それが形態的・機能的に
成熟する以前の段階をよぶ。動物では、その器官の予定材料が胚葉から形
態的に区別されるようになり、しかも組織分化がまだ進んでいない状態に
あるとき、原基と呼ばれる。（岩波書店、生物学辞典第３版、370 頁） 
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【キメラ胚、キメラ個体】 
キメラ胚は、由来の異なる２個以上の胚由来の細胞の結合により出来た

胚。（科学技術会議生命倫理委員会ヒト胚研究小委員会「ヒト胚性幹細胞
を中心としたヒト胚研究に関する基本的考え方」平成 12 年 3 月） 

 
【クローン、クローニング】 

一般に「核遺伝子が同一である個体（の集合）」をクローンと呼ぶ。
（科学技術会議生命倫理委員会クローン小委員会「クローン技術による人
個体の産生等に関する基本的考え方」平成 11 年 11 月） 

クローニングは、親と同じ遺伝形質をもつ子孫を、同一細胞から有性生
殖によらず増やす技術（日本工業規格 [JIS K 3610 1615]）で、卵細胞に脱
核や核移植などの操作をすることにより個体を複製することを言う。（日
本工業規格 [JIS K 3600 3512]） 
（参考） 
”Therapeutic Cloning”：妊娠を目的とせず、究極的には医療応用を目的と

して、研究や ES 幹細胞樹立等のために人クローン
胚を作成することを、人クローン個体を生み出す目
的での人クローン胚の作成やその母胎への移植
（”Reproductive Cloning”）と区別して論じる場合
に用いられる用語。 

 
【原始線条、原条、原始条】 

初期胚の発生の過程（ヒトでは受精後約１４日後）で現れる細い溝のこ
とで将来背骨になる。この出現により胚は本格的に臓器・組織への分化を
始めるとされている。（文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫
理・安全対策室「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律（平成
１２年法律第１４６号）」法律の概要、平成 13 年 12 月 5 日） 

 
【交雑個体】 

異種（例：ヒトと動物）の配偶子間での受精によって生ずる個体。（平
成 13 年文部科学省告示第 173 号「特定胚の取り扱いに関する指針」平成
13 年 12 月） 

 
＜サ行＞ 
【再生医療】 

機能障害や機能不全に陥った生体組織・臓器に対して、細胞を積極的に
利用して、その機能の再生を図るもの。（日本再生医療学会設立趣旨、平
成 13 年 5 月 1 日） 

 
【細胞治療】 
  輸血、造血幹細胞移植、細胞免疫療法、再生医療等、ヒト細胞を輸注、
移植することにより行う治療法の総称。（バイオテクノロジー戦略大綱、
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110 頁） 
 
【受精】 
  精子の頭部が卵子内に進入し両者の核が融合する現象であり、新個体が
生じ、遺伝子的性が決定される。（南山堂医学大辞典１８版、934 頁） 

 
【生殖医療】 

不妊治療全般を指す。（日経ＢＰ社、日経バイオ最新用語辞典第５版、
448 頁） 

 
【生殖補助医療】 

医療法第一条の二第二項に規定する医療提供施設において医業として行
われる人の生殖の補助のこと。体外受精、顕微授精、配偶子卵管内移植法、
配偶者間人工授精、非配偶者間人工授精、代理母などを含む不妊治療法の
総称。（日本医師会第Ⅶ次生命倫理懇談会、「遺伝子医学と地域医療」に
ついての報告、平成 14 年 3 月 20 日） 

 
【生殖細胞】 
  精子（精細胞及びその染色体の数が精子の染色体の数に等しい精母細胞
を含む。）及び未受精卵を言う。（「ヒトに関するクローン技術等の規制に
関する法律」（平成 12 年法律第 146 号）第 2 条第 1 項第 2 号） 

  一般には、生殖のために特別に分化した細胞で、次代の生物個体の出発
点となるものを言う。有性生殖に関係するものは性細胞ともいい、雌雄の配
偶子をさし、それらが雌雄間である程度以上明瞭な形態的分化を示すときは、
雌のものを卵、雄のものを精子と言う。無性生殖に関係するものには胞子な
どがある。（岩波書店、生物学辞典第３版、684 頁） 

  胚細胞＝生殖細胞（岩波書店、生物学辞典第３版、995 頁） 
 
＜タ行＞ 
【体外受精】 

精子と卵子を採取し、体外で受精させること。（日本医師会第Ⅶ次生命
倫理懇談会、「遺伝子医学と地域医療」についての報告、平成 14 年 3 月
20 日） 

 
【体細胞】 

   哺乳綱に属する種の個体（死体を含む）若しくは胎児（死胎を含む）から
採取された細胞（生殖細胞を除く）。又は当該細胞の分裂により生ずる細胞
であって、胚又は胚を構成する細胞でないものを言う。（「ヒトに関するク
ローン技術等の規制に関する法律」（平成 12 年法律第 146 号）第 2 条第 1
項第 4 号） 

 
【胎児】 
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８週間の胚子期の後、発生途上のヒトは胎児とよばれる。（第９週から
出生までの）胎児期の間に、胚子期に形成された組織ならびに器官の分化
および成長が起こる。（医歯薬出版、ムーア人体発生学原著第６版、3 頁） 

 
【胎生】 
  体内受精の動物において、胚が母体の生殖器官内にとどまり、母体と組
織的に連絡して、母体から栄養の補給を受けながら、自由生活をしうる状態
に達するまで発育する現象を言う。（岩波書店、生物学辞典第３版、783
頁） 

 
【体性幹細胞、ヒト体性幹細胞、成体幹細胞】 

受精卵から作製される胚性幹細胞に対し、成人の体内から採取できる幹細
胞の総称。（日経ＢＰ社、日経バイオ最新用語辞典第５版、450 頁） 

 
【代理懐胎】 

代理懐胎には、妻が卵巣と子宮を摘出した等により、妻の卵子が使用で
きず、かつ妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に
医学的な方法で注入して妻の代わりに妊娠・出産してもらう代理母（サロ
ゲートマザー）と、夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により
妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻
以外の第三者の子宮に入れて、妻の代わりに妊娠・出産してもらう借り腹
（ホストマザー）の２種類が存在する。（厚生科学審議会先端医療技術評
価部会生殖補助医療技術に関する専門委員会「精子・卵子・胚の提供等に
よる生殖補助医療のあり方についての報告書」、平成 12 年 12 月） 

 
【動物性融合胚】【動物性集合胚】 
  ２７頁参照 
 
【特定胚】 

２４頁参照 
 
＜ハ行＞ 
【胚】 

５頁および７頁参照 
 
【胚移植】 
  初期発生胚を母体から取り出し、再び他の個体の子宮や卵管に移植する
こと、または体外で受精させた胚を子宮や卵管に戻す操作。（日本工業規
格 [JIS K 3610 1645]） 

 
【バイオテクノロジー】 

狭義には遺伝子の組み換え技術及びその周辺技術。広義においては、生
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物又はその機能を利用又は応用する技術。従来の発酵技術や育種技術に加
えて、遺伝子組み換え技術、酵素工学技術、細胞工学技術、発生工学技術、
蛋白質工学技術などを含む。（日本工業規格[JIS K 3600 1256]） 

 
【配偶子】 

卵や精子（精細胞）など、生物の生殖作用に際し、合体や接合にかかわ
る個々の生殖細胞の総称。（広辞苑第５版、2110 頁） 

 
【胚子】 

この用語は発生初期の段階にあるヒトに用いる。胚子期は第８週の終わ
りまでを指す。その間にすべての主要器官の形成が始まる。（医歯薬出版、
ムーア人体発生学原著第６版、3 頁） 

 
【胚性細胞】  

胚から採取された細胞又は当該細胞の分裂により生ずる細胞であって、
胚でないものを言う。（「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法
律」（平成 12 年法律第 146 号）第 2 条第 1 項第 5 号） 

 
【胚性幹細胞（ＥＳ細胞）、ヒト胚性幹細胞（ヒトＥＳ細胞）】 

胚盤胞期の受精卵の内部細胞塊（Inner Cell Mass; ICM）に由来し、母胎
外で未分化状態を保ったまま培養維持できる細胞のこと。（日経ＢＰ社、
日経バイオ最新用語辞典第５版、638 頁） 

 
【ハイブリッド胚、ハイブリッド個体】 

異種間の配偶子を受精させて生じる胚または個体。（科学技術会議生命
倫理委員会ヒト胚研究小委員会「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究
に関する基本的考え方」平成 12 年 3 月） 

 
【胚葉】 

多細胞動物の初期胚で卵割によって多数の細胞が形成されると、それら
は漸次規則的に配列し、上皮的構造を成す。このようにして現れた層は原
腸期の形態形成運動によって著しい移動を起こし、２または３の層に区別
されるようになる。一般にこれら各層を胚葉とよぶ。多くの場合、外胚葉、
中胚葉、内胚葉を区別する（岩波書店、生物学辞典第３版、1006頁） 

外胚葉： 胚の外表面または上面に現れるもの。一般に原腸形成の際に
胚の表面に残り、胚内に移動する内胚葉および中胚葉と分離す
る。外胚葉は、主として表皮・神経系を形成する。（岩波書店、
生物学辞典第３版、163 頁） 

  中胚葉： 初期発生途上に、外胚葉と内胚葉との中間に現れる胚葉。成
体の器官系や組織の中でその主要部が中胚葉より由来するもの
は、動物群によって多少の差はあるが、筋肉系・結合組織・骨
格系・循環系・排泄系・生殖系などである。（岩波書店、生物
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学辞典第３版、847 頁） 
内胚葉： 胚葉の中で、最も内方または下方に位置するもの。一般に内

胚葉は原腸形成によって外胚葉から分離する。内胚葉は、消化
管の主要部を形成するほか、脊椎動物ではその付属腺としての
肝臓・膵臓などや、胸腺・甲状腺などの咽頭派生体を分化する。
（岩波書店、生物学辞典第３版、943 頁） 

 
【発生】 
  受精卵もしくは親の体に由来する原基が新しい個体に変化する過程（個
体発生 ontogenesis）および生物種族がその成立または絶滅までにたどった
歴史的な変化の過程（系統発生 phylogenesis）を言うが、狭義には個体発
生のみをさす。すべての脊椎動物の個体発生は有性生殖によるもので、こ
の場合、受精卵が卵割をくり返して胚を形成し（初期発生 early 
development）、さらに成体へと変化・成長する過程のみならず、配偶子形
成すなわち卵の成熟と精子形成の過程や受精過程も発生の重要な段階と考
えられる。（南山堂医学大辞典 １８版、1678 頁） 

 
【発生学】 

個体発生を研究する生物学の一分科。元来は胚（embryo）発生を研究す
る学問であったが、現在では胚発生だけでなく個体発生全過程のあらゆる
現象を研究の対象とするという見地から発生生物学（developmental 
biology）と呼ばれている。ただし、embryology の日本語訳である発生学と
いう語は、発生生物学と同義に使われることが多い。なお医学領域で使わ
れる胎生学という語も embryology の訳語であるが、胚発生に限局した狭義
の発生学を意味する。（南山堂医学大辞典 １８版、1679頁） 

 
【ヒト受精胚】 

７頁参照 
 
【ヒト胚分割胚】【ヒト胚核移植胚】【人クローン胚】【ヒト集合胚】 
【ヒト動物交雑胚】【ヒト性融合胚】【ヒト性集合胚】 

２４から２７頁参照 
 
＜マ行＞ 
【未受精卵】 

未受精の卵細胞及び卵母細胞（その染色体の数が卵細胞の染色体の数に等
しいものに限る）を言う。（「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する
法律」（平成 12 年法律第 146 号）第 2 条第 1 項第 3 号） 

 
【ミトコンドリア病、ミトコンドリア遺伝病、ミトコンドリア[脳]筋症】 

ミトコンドリア DNA は、約１７，０００塩基対からなる環状 DNA で核
ＤＮＡとは独立した自己複製能力を有する。ミトコンドリア DNA の異常に
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よる遺伝病をミトコンドリア遺伝病と呼ぶ。ミトコンドリアは、心臓、腎
臓、中枢神経、骨格筋に多量に存在するため、ミトコンドリア遺伝病は、
心筋症、尿細管障害、中枢神経障害、ミオパシーのかたちをとることが多
い。母系遺伝（母性遺伝 maternal inheritance）することが特徴である。 

ミトコンドリアは、エネルギー産生の場であるので、その機能低下は主
としてエネルギー依存性が高い骨格筋に異常をきたす。そのため、ミトコ
ンドリア筋症 mitochondoria myopathy と呼ばれていたが、中枢神経症状も
高頻度に合併するので、現在ではミトコンドリア脳筋症あるいはミトコン
ドリア病 mitochondorial disease と呼ばれることが多い。（南山堂医学大辞
典 １８版、2036頁） 

 
【無性生殖】 
  有性生殖の対立語で、配偶子の関与しない生殖様式の総称。これには無
配偶子生殖と呼ばれて、新個体が単一の細胞から発生する場合（分裂、非
配偶体、胞子などによる）と、栄養生殖と呼ばれて、１つの細胞群から発
生する場合（出芽、分裂、芽球、地下茎、珠芽、無性芽などによる）など、
かなり異質な現象が含まれている。なお、単為生殖は有性生殖の変形と考
えられ無性生殖には含まれない。（南山堂医学大辞典１８版、2053 頁） 

 参考： 単為生殖とは、雌が雄と関係なしに単独で新個体を生ずる生殖法。
このさい新個体の出発点は生殖細胞としての卵であり、それが受精
することなしに単独に発生する点で無性生殖と異なり、しがたって
これは有性生殖に属する。（岩波書店、生物学辞典第３版、808 頁） 

 
＜ヤ行＞ 
【有性生殖】 
  ２つの生殖細胞（配偶子）の合体したものから新個体が発生する生殖、
すなわち配偶子による生殖。（広辞苑第５版、2712頁） 

  雌性および雄性個体が分化し、それぞれ生じる雌性および雄性配偶子の
合体すなわち受精による生殖様式で、無性生殖の対語。単為生殖も性の存在
に基づく生殖法として有性生殖に含まれる。したがって、有性生殖を配偶子
による生殖と定義することができる。（南山堂医学大辞典 １８版、2115
頁） 

 
【余剰胚】 

１８頁参照 
 
＜ラ行＞ 
【卵割】 

多細胞動物の１個の細胞としての受精卵において相次いで速やかに起こる
細胞分裂を言う。（岩波書店、生物学辞典第３版、1340頁） 

多細胞動物の受精卵（または単為発生を誘起する刺激により活性化された
卵）が割球と呼ばれる細胞に速やかに分裂する過程。卵の細胞質には、卵割
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期およびその後の形態形成の過程に必要なエネルギーや情報が蓄えられてお
り、新たな細胞質合成は卵割期にはほとんど行われない。したがって卵割が
進むと割球の大きさは次第に小さくなる。（南山堂医学大辞典 １８版、
2157頁） 
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